
 

令和６年度四日市港港湾脱炭素化推進協議会 

令和７年２月 10 日(月) 10：00～12：00 

四日市港ポートビル ２階 大会議室 

 

次    第  

 

１ 開 会                               

 

２ 議 事 

（１）委員の新規加入について 

（２）四日市港港湾脱炭素化推進計画（変更案）について 

（３）港湾脱炭素化促進事業等の進捗状況について 

（４）取組発表 

（５）意見交換 

  

３ 閉 会         

 

 



四日市港港湾脱炭素化推進協議会設置規約 

 

 （設置） 

第１条 港湾法（昭和 25 年法律第 218 号。以下「法」という。）第 50 条の３第１項の  

規定に基づき四日市港港湾脱炭素化推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 

 

 （目的） 

第２条 本協議会は、今後、主要なエネルギー源が化石燃料から水素・アンモニア等へ

変化しても、四日市港が、これまでと変わらず我が国における重要なエネルギーの

輸入・供給拠点としての役割を果たしていくため、産官学が連携し、四日市港におけ

るカーボンニュートラルポート（以下、「ＣＮＰ」という。）の形成を推進することを

目的とする。 

 

 （所掌事項） 

第３条 協議会の所掌事務は次のとおりとする。 

（１）法第 50 条の２に規定する「港湾脱炭素化推進計画」（以下「計画」という。）

の作成及び変更に関する事項。 

（２）計画に基づき実施する事業等に関する事項。 

（３）計画の進捗状況の確認や達成状況の評価に関する事項。 

（４）その他、四日市港ＣＮＰの形成のために必要な事項。 

 

 （構成） 

第４条 協議会は、別紙に掲げる委員をもって構成する。 

２ 協議会の座長は、委員の中から互選する。 

３ 新たに協議会に加わろうとする者は、協議会の承認を得るものとする。 

 

 （協議会の取扱い） 

第５条 協議会は、原則として公開とするが、委員の自由な議論を担保する観点等か

ら、座長が必要であると認めるときは、議事内容により非公開とすることができ

る。 

 

 （委員以外の者の出席） 

第６条 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、協議会に出席して

その意見を述べ又は説明を行うことを求めることができる。 

 

 （ワーキンググループ） 

第７条 協議会は、専門の事項について検討等を行うため、ワーキンググループを置く

ことができる。 

 



 （秘密保持） 

第８条 協議会の委員及びその関係者は、協議会で知り得た情報（第５条の規定により公

開された内容を除く。）を外部に漏らし、又は無断で使用してはならない。 

２ 関係者とは、第６条及び第７条に掲げる委員以外の出席者のほか、資料作成に関わ

る者、協議会資料を取りまとめる者をいう。 

 

 （事務局） 

第９条 協議会の事務局は、四日市港管理組合経営企画部に置く。 

２ 事務内容は、以下の通りとする。 

（１）協議会の招集に関する事務 

（２）協議会に付議すべき事項に関する事務 

 

 （その他） 

第 10 条 本規約に定めるもののほか、協議会に関する必要な事項は、事務局が協議会

に諮って定める。 

 

附則 

この規約は、令和４年８月３日から施行する。 

 

附則 

この規約は、令和５年 11 月 14 日から施行する。 

本協議会は当規約の改定をもって、四日市港カーボンニュートラルポート協議会から

移行するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[別 紙] 四日市港港湾脱炭素化推進協議会 委員            （敬称略） 

 

学識経験者 

森   隆行   流通科学大学 名誉教授  

鶴田 利恵   四日市大学 総合政策学部 教授 

松本 真由美  東京大学 教養学部環境エネルギー化学特別部門 客員准教授 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民間事業者 

石原産業株式会社 

オーシャンネットワークエクスプレスジャパン株式会社 

霞北埠頭流通センター株式会社 

川崎汽船株式会社 

KH ネオケム株式会社 

コスモ石油株式会社 

株式会社三十三銀行 

株式会社 JERA 

株式会社商船三井 

昭和四日市石油株式会社 

住友商事株式会社 

太平洋セメント株式会社 

中部コールセンター株式会社 

中部電力株式会社 

東ソー株式会社 

東邦ガス株式会社 

名古屋四日市国際港湾株式会社 

株式会社日本政策投資銀行 

日本郵船株式会社 

株式会社百五銀行 

本田技研工業株式会社 

三菱商事株式会社 

三菱ケミカル株式会社 

四日市港国際物流センター株式会社 

四日市港埠頭株式会社 

 

関係団体 

四日市海運貨物取扱業会 

四日市港運協会 

四日市商工会議所 

 

 

 

関係行政機関 

経済産業省 中部経済産業局 資源エネルギー環境部 

国土交通省 中部地方整備局 港湾空港部 

国土交通省 中部地方整備局 四日市港湾事務所 

国土交通省 中部運輸局 三重運輸支局 

三重県 政策企画部 

三重県 環境生活部 

三重県 雇用経済部 

四日市市 政策推進部 

四日市市 商工農水部 

四日市市 環境部  
四日市港管理組合（事務局） 

 



四日市港港湾脱炭素化推進計画

（変更案）概要

令和７年２月10日

四日市港管理組合
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変更箇所

四日市港港湾脱炭素化推進計画の目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ｐ１

１．官民の連携による脱炭素化の促進に資する港湾の効果的な利用の推進に関する基本的な方針・・・・・・ ｐ１
１-１. 四日市港の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ｐ１
１-２. 港湾脱炭素化推進課計画の対象範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ｐ10
１-３. 官民の連携による脱炭素化の促進に資する港湾の効果的な利用の推進に係る取組方針 ・・・・・・・ ｐ11

２．港湾脱炭素化推進計画の目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ｐ13
２-１. 港湾脱炭素化推進計画の目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ｐ13
２-２. 温室効果ガスの排出量の推計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ｐ14
２-３. 温室効果ガスの吸収量の推計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ｐ16
２-４. 温室効果ガスの排出量の削減目標の検討 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ｐ17
２-５. 水素・アンモニア等の需要推計及び供給目標の検討 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ｐ18

３.   港湾脱炭素化促進事業及びその実施主体 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ｐ21
３-１.  温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化に関する事業 ・・・・・・・・・・・・ ｐ19
３-２.  港湾・臨海部の脱炭素化に貢献する事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ｐ28
３-３. 港湾法第５０条の２第３項に掲げる事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ｐ30

４．計画の達成状況の評価に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ｐ30
４-１. 計画の達成状況の評価等の実施体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ｐ30
４-２. 計画の達成状況の評価の手法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ｐ30

５．計画期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ｐ30

６．港湾脱炭素化推進計画の実施に関し港湾管理者が必要と認める事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ｐ31
６-１. 港湾における脱炭素化の促進に資する将来の構想 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ｐ31
６-２. 脱炭素化推進地区制度の活用等を見据えた土地利用の方向性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ｐ35
６-３.港湾及び産業の競争力強化に資する脱炭素化に関連する取組 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ｐ36
６-４. 水素・アンモニア等のサプライチェーンの強靭化に関する計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ｐ36
６-５. ロードマップ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ｐ37
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１-３. 官民の連携による脱炭素化の促進に資する港湾の効果的な利用の推進に係る取組方針

計画P11 （１）現状と課題 2段落目文中【一部修正】

また、令和５（2023）年には国道23号中勢バイパスが全線開通し、さらに、令和６（2024）年度には国道１号
北勢バイパスの一部が、令和８（2026）年度には東海環状自動車道の全線が開通する予定となっているなど、
背後の幹線道路の整備が進められている。

また、令和５（2023）年には国道23号中勢バイパスが全線開通し、さらに、令和７（2025）年３月には国道１
号北勢バイパスの一部が開通した。加えて、今後東海環状自動車道の全線開通が予定されているなど、背後の
幹線道路の整備が進められている。

修
正
前

修
正
後

出典：国道４７５号東海環状自動車道(西回り区間)事業調整会議の結果についてより抜粋
（R6.12.20）

出典：北勢国道事務所の記者発表資料より抜粋（R7.1.17）

【参考】北勢バイパスの開通 【参考】東海環状自動車道の状況
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３-1．温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化に関する事業

計画P19～26 表５ 港湾脱炭素化促進事業（温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化に関する事業）抜粋

【新規事業】

ページ 期間 区分
施設の名称
（事業名）

実施主体 位置 規模 実施期間 事業の効果 備考

計画
P21

短
期

タ
ー
ミ
ナ
ル
内

荷役機械への水素ｱｼｽﾄ
技術の導入

日本トランスシ
ティ(株)

霞ヶ浦地区北ふ頭
コンテナターミナル

RTG：２基 2024年度

CO2排出量
：10％以上削減
エネルギー使用量
：10％以上削減

計画
P22

タ
ー
ミ
ナ
ル
外

LNGボイラーへの転換 三菱ケミカル(株) 塩浜地区 ボイラー２１基 2025年度
CO2削減量
：約70,000トン/年

計画
P24

中
期

出
入
り
船
舶
・
車
両

アンモニア/メタノール
燃料船の導入

Ocean Network 
Express

四日市港ほか

2025年～2026年
：アンモニア/メタ
ノールReady船を20
隻竣工予定

2025年度～
2050年までに排出
量ネットゼロ

タ
ー
ミ
ナ
ル
外

照明のLED化
太平洋セメント
(株)

四日市地区
敷地内一式
(工場・事務所等)

2023年度～
2026年度

ー※
※照明のLED化のみによる
定量的なCO2削減効果は推
計困難。
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３-1．温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化に関する事業

ページ 期間 区分
施設の名称
（事業名）

実施主体 位置 規模 実施期間 事業の効果 備考

計画
P21

短
期

出
入
り
船
舶
・
車
両

ESI認証船の入港料減免
制度の導入

四日市港管理組合 四日市港内 ー 2024年度※ 未定※ ※制度導入に向け検討中。

計画
P22

中
期

タ
ー
ミ
ナ
ル
内

インバータ方式（電力
回生付き）のガント
リークレーンの整備

四日市港管理組合 霞ヶ浦地区
①W80 １基
②W81 ２基

2016 年 度
～
2028年度

１基あたりのCO2

削減量：
約10トン/年※

※ヒアリングを基に回生
エネルギーによる発電量
からCO２削減量として推
計。

修
正
前

修
正
後

ページ 期間 区分
施設の名称
（事業名）

実施主体 位置 規模 実施期間 事業の効果 備考

計画
P22

短
期

出
入
り
船
舶
・
車
両

ESI認証船の入港料減免
制度の導入

四日市港管理組合 四日市港内 ー 2024年度 ー

計画
P23

中
期

タ
ー
ミ
ナ
ル
内

インバータ方式（電力
回生付き）のガント
リークレーンの整備

四日市港管理組合 霞ヶ浦地区
①W80 １基
②W81 ２基

2016 年 度
～
2030年度

１基あたりのCO2

削減量：
約10トン/年※

※ヒアリングを基に回生
エネルギーによる発電量
からCO２削減量として推
計。

計画P19～26 表５ 港湾脱炭素化促進事業（温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化に関する事業）抜粋

【一部修正】
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ページ 期間 区分
施設の名称
（事業名）

実施主体 位置 規模 実施期間 事業の効果 備考

計画
P24

中
期

出
入
り
船
舶
・
車
両

LNG/LPG燃料船の導入

日本郵船(株) 四日市港ほか

（現時点での）2030年
までの建造予定
：LNG燃料船35隻/LPG
燃料船８隻

2020年度～
2030年度

CO2削減量
：約30%削減

LNG燃料船20隻/LPG燃料船
５隻が就航済み。

アンモニア燃料船導入

2026年頃に就航予定。
現時点で2030年までに
３隻竣工予定。
2030年代半ば以降、本
格導入

2026年度以
降

2050年までに排出量
ネットゼロ

グリーンイノベーション基
金事業として、アンモニア
焚きタグボートを2024年８
月横浜港にて就航。
また、同事業で、アンモニ
ア焚きアンモニア輸送船
（2026年就航予定）を開発
中

ページ 期間 区分
施設の名称
（事業名）

実施主体 位置 規模 実施期間 事業の効果 備考

計画
P23

中
期

出
入
り
船
舶
・
車
両

LNG/LPG燃料船の導入

日本郵船(株) 四日市港ほか

（現時点での）2030年
までの建造予定
：LNG燃料船35隻/LPG
燃料船８隻

2020年度～
2030年度

CO2削減量
：約30%削減

アンモニア燃料船導入

2026年頃に就航予定。
現時点で2030年までに
３隻竣工予定。
2030年代半ば以降、本
格導入

2026年度以
降

2050年までに排出量
ネットゼロ

グリーンイノベーション基
金事業として、アンモニア
焚きタグボート（2024年横
浜港にて就航予定）、アン
モニア焚きアンモニア輸送
船（2026年就航予定）の開
発中

３-1．温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化に関する事業

修
正
前

修
正
後

計画P19～26 表５ 港湾脱炭素化促進事業（温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化に関する事業）抜粋

【一部修正】
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３-1．温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化に関する事業

ターミナル内
出入り

船舶・車両
ターミナル外 合計

①：CO2排出量(2013年度) 約0.54万トン 約7.3万トン 約640万トン 約648万トン

②：CO2排出量(2021年度)※１ 約0.57万トン※3 約8.1万トン※3 約595万トン 約603万トン

③：事業実施による削減量※２

（表５の削減量合計）
約0.17万トン 約0.03万トン 0万トン 約0.2万トン

④：2013年度からの削減量
（①－②）2021年度における削減量

約 -0.03万トン 約 -0.8万トン 約45万トン 約44.2万トン

2013年度からの削減率(④/①✕100） -6% -11% 7% 7%

修
正
前

修
正
後

※１ 2021年度までに実施済の港湾脱炭素化促進事業によるCO2削減効果を含む。
※２ 表５の2013年度以降の港湾脱炭素化促進事業のCO2削減量の合計（効果が未定のものを除く）。
※３ CO2排出量の推計は、取扱貨物量・入港隻数に依存しており、2013年に比べそれぞれ増加している。

ターミナル内
出入り

船舶・車両
ターミナル外 合計

①：CO2排出量(2013年度) 約0.54万トン 約7.3万トン 約640万トン 約648万トン

②：CO2排出量(2021年度)※１ 約0.57万トン※3 約8.1万トン※3 約595万トン 約603万トン

③：事業実施による削減量※２ 約0.02万トン 0万トン 約7万トン 約7.0万トン

④：2013年度からの削減量
（①－②＋③）

約 -0.01万トン 約 -0.8万トン 約52万トン 約51.2万トン

⑤：2013年度からの削減率（④/①✕100） -2% -11% 8% 8%

※１ 2021年度までに実施済の港湾脱炭素化促進事業によるCO2削減効果を含む。
※２ 表５の2022年度以降の港湾脱炭素化促進事業のCO2削減量の合計（効果が未定のものを除く）。
※３ CO2排出量の推計は、取扱貨物量・入港隻数に依存しており、2013年に比べそれぞれ増加している。

計画P27 表６ CO2排出量の削減効果
【一部修正】
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①：0.54万ﾄﾝ

0.74万ﾄﾝ

促進事業による削減量
（2013～2021年度）

③：0.17万ﾄﾝ

取扱貨物量
の増加等に
よる増加量
0.2万ﾄﾝ④：0.03万ﾄﾝ

①：0.54万ﾄﾝ

2013年度 2021年度 2024年度

④：0.03万ﾄﾝ

取扱貨物量
の増加等に
よる増加量
0.2万ﾄﾝ

④：0.01万ﾄﾝ

②：0.57万ﾄﾝ

促進事業による削減量
（2022年度～）
③：0.02万ﾄﾝ

2021年度における2013年度からの削
減量であり、2022年度以降の促進事
業による削減量が反映できない

修正前

修正後

2022年度以降の
促進事業による
削減量を反映

8

②：0.57万ﾄﾝ

①：0.54万ﾄﾝ

②：0.57万ﾄﾝ

促進事業による削減量
（2013～2021年度）

0.17万ﾄﾝ

促進事業による削減量
（2013～2021年度）

0.17万ﾄﾝ

C
O
２
排
出
量

C
O
２
排
出
量

2013年度 2021年度 2024年度



ページ 期間 区分 施設の名称（事業名） 実施主体 位置 規模 実施期間 事業の効果 備考

計画
P33 長

期

出
入
り
船
舶
・
車
両

本船への陸電受電設備の搭載およ
び停泊時の利用

船会社 未定※ 未定※ 未定※
2050年まで
に排出量
ネットゼロ

※構想段階であり、
位置、規模、実施期
間等は検討中。

６－１.港湾における脱炭素化の促進に資する将来の構想

【一部修正】

修
正
前

修
正
後

ページ 期間 区分 施設の名称（事業名） 実施主体 位置 規模 実施期間 事業の効果 備考

計画
P33 長

期

出
入
り
船
舶
・
車
両

本船への陸電受電設備の搭載およ
び停泊時の利用

船会社
四日市港内
※１

未定※２ 未定※2 未定※2

※１四日市港を利用
する船舶に導入。
※２構想段階であり、
規模、実施期間、事
業の効果等は検討中。

ページ 期間 区分 施設の名称（事業名） 実施主体 位置 規模 実施期間 事業の効果 備考

計画
P33

長
期

出
入
り
船
舶
・

車
両

本船へのCCS装置（CO2回収・貯
留）の搭載

船会社 未定※ 未定※ 未定※
2050年まで
に排出量
ネットゼロ

※構想段階であり、
位置、規模、実施期
間等は検討中。

計画P31～34 表８ 港湾における脱炭素化の促進に資する将来の構想（抜粋）

【新規】
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６－２.脱炭素化推進地区制度の活用等を見据えた土地利用の方向性

• 臨港地区内の分区における構築物の規制条例を改正（令和６年11月８日告示）後、四日市港港湾審
議会（令和6年12月3日開催）での審議等を経て、霞ヶ浦地区のコンテナターミナル付近の商港区の
一部を脱炭素化推進地区に指定（令和６年12月11日告示）しました。

• 危険物置場等の建設ができなかった商港区においても、脱炭素化推進地区の区域内に限り、四日市
港港湾脱炭素化推進計画の目標の達成に資する施設（危険物置場含む）の建設が可能となりました。

10
【参考】商港区 …旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域

特殊物資港区…石炭、鉱石その他大量ばら積みを通例とする物資を取り扱わせることを目的とする区域
工業港区 …工場その他工業用施設を設置させることを目的とする区域



６－２.脱炭素化推進地区制度の活用等を見据えた土地利用の方向性

臨港地区内の建築物の用途制限について、本計
画の目標の達成に向け、商港区に指定されている
霞ヶ浦地区の一部において、分区指定の趣旨との
両立を図りつつ、船舶、荷役機械、大型トラック
等の脱炭素化に資する燃料を供給するための環境
整備や、脱炭素化に資する事業実施に向けた実証
試験を行う施設整備等のため、脱炭素化推進地区
を定めることを検討する。

臨港地区内の建築物の用途制限について、本計
画の目標の達成に向け、商港区に指定されている
霞ヶ浦地区の一部において、脱炭素化推進地区を
指定し、分区指定の趣旨との両立を図りつつ、船
舶、荷役機械、大型トラック等の脱炭素化に資す
る燃料を供給するための環境整備や、脱炭素化に
資する事業実施に向けた実証試験を行う施設整備
等を進めていく。

10/27修正
・塩浜西側のライン
・富田港地区
・太さを2.25に統一

脱炭素化推進地区指定予定

凡例

商港区

特殊物資港区

工業港区

漁港区

分区指定なし

脱炭素化推進地区

修正前

10/27修正
・塩浜西側のライン
・富田港地区
・太さを2.25に統一

脱炭素化推進地区指定予定

凡例

商港区

特殊物資港区

工業港区

漁港区

分区指定なし

脱炭素化推進地区

脱炭素化推進地区指定予定 脱炭素化推進地区

修正後

計画P35 図９ 土地利用の方向性【一部修正】
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６－５．ロードマップ

※今後技術開発の状況や実施主体の事業実施状況も踏まえ随時見直すこととする。

短期（～２０２５） 中期（～２０３０） 長期（～２０５０）

―

２０３０年度：約３７６万トン
（２０１３年度比４２％削減）
※さらに高みの47％削減（排出
量：344万トン）を目指す。

２０５０年：ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ
（実質ゼロトン）

― 55% 100%

短期（～２０２５） 中期（～２０３０） 長期（～２０５０）

名古屋四日市国際港湾㈱
四日市コンテナターミナル㈱

三栄(株)

中部海運㈱

四日市港管理組合
四日市埠頭㈱

（リプレース時期や技術進展の状況によって導入を検討）

（買い替えなどの際に導入を検討）

三栄㈱
中部海運㈱

四日市港管理組合
中部海運㈱

四日市港管理組合
霞北埠頭流通センター㈱

港湾運営会社

中部海運㈱

四日市港管理組合
中部海運㈱

四日市港国際物流センター㈱
中部コールセンター㈱

港湾運営会社

伊勢湾倉庫㈱

港湾脱炭素化促進事業 脱炭素化の促進に資する将来の構想

社用車・公用車

HV車の導入

EV車の導入

事務所、照明施設、
物流施設等

太陽光発電設備等の整備

（今後具体化する予定）

照明のLED化

（今後具体化する予定）

荷役機械やひき船等への
脱炭素化に資する燃料の導入

ハイブリッドRTGへの改造（エンジン交換）

日本トランスシティ（㈱ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ型RTGの導入

荷役機械への水素アシスト技術の導入

低炭素型・脱炭素型荷役機械の導入

港湾運送事業者
水素エンジン型RTGへの改造（エンジン交換）


EVフォークリフトの導入

EV・FCフォークリフトの導入

EVフォークリフトの導入

伊勢湾倉庫㈱

（買い替えが必要になった段階で検討）

空調機の省エネ機器導入 （買い替えが必要になった段階で検討）

低燃費型ホイールローダーの導入

期間

ﾀ

ｰ

ﾐ
ﾅ
ﾙ
内

港湾
荷役
機械

ｶﾞﾝﾄﾘｰｸﾚｰﾝ

照明のLED化

インバータ方式（電力回生付き）の
ｶﾞﾝﾄﾘｰｸﾚｰﾝの整備

四日市港管理組合

CO２フリー電気の導入 （検討中）

RTG等

KPI

KPI　１ CO2排出量

KPI　２ 　低・脱炭素型荷役機械の導入

区分 対象施設等 取組内容 取組主体

コンテナターミナルでの太陽光導入

コンテナヤードの照明LED化

(船舶ZE化に伴い縮小/廃止)

計画P37【一部修正】
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６－５．ロードマップ

※今後技術開発の状況や実施主体の事業実施状況も踏まえ随時見直すこととする。

短期（～２０２５） 中期（～２０３０） 長期（～２０５０）
四日市港管理組合
港湾運営会社

セントラルLNGマリンフューエル㈱
セントラルLNGシッピング㈱

Ocean Network Express

港湾脱炭素化促進事業 脱炭素化の促進に資する将来の構想

（研究開発段階）

液化CO2輸送船の運航

本船への陸電受電設備の搭載および
停泊時の利用

（将来の構想として検討中）

本船へのCCS装置（CO2回収・貯留装置）
の搭載

（将来の構想として検討中）

石油系燃料船でのバイオ燃料活用

アンモニア燃料船の導入

石油系燃料船での合成燃料活用

アンモニア/メタノール燃料船の導入

メタノール燃料船の導入

船会社

代替エネルギー船の導入

アンモニア燃料供給船の導入

浮体式アンモニア貯蔵再ガス化設備搭載
バージの導入

出
入
船
舶
・
車
両

停泊中の船舶

陸電設備の導入

LNGバンカリング事業の運営

バイオ燃料船導入

四日市港管理組合
LNG燃料船・LNG燃料供給船への入港料
減免

ESI認証船の入港料減免制度

LNG/LPG燃料船の導入

日本郵船㈱

期間
区分 対象施設等 取組内容 取組主体

Ｗ８１での導入
(船舶ZE化に伴い縮小/廃止)

(船舶ZE化に伴い縮小/廃止)

計画P37【一部修正】
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６－５．ロードマップ

短期（～２０２５） 中期（～２０３０） 長期（～２０５０）

㈱JERA

中部電力㈱

発電所

昭和四日市石油㈱

三菱ケミカル㈱

太平洋セメント㈱

未定

四日市港管理組合

コンビナート事業者

港湾管理者等

四日市港管理組合 （長期構想策定・港湾計画改訂に合わせ検討）

港湾脱炭素化促進事業

輸送 モーダルシフトの導入

その他 用地 新たな事業展開用地の確保

脱炭素化の促進に資する将来の構想

CO2液化回収装置の導入 （構想段階であり、具体化に向けて検討中）

藻場 ブルーカーボン（藻場）の造成
（実施場所等を検討するため、実証実験等に取組中）

（構想段階であり、具体化に向けて検討中）

水素・アンモニアの供給 （官民が連携して検討を進めていく）

ボイラー、反応炉の燃料転換

コンビナート事業者

（構想段階であり、具体化に向けて検討中）

CCSの導入 （構想段階であり、具体化に向けて検討中）

Co-Processingの導入 （構想段階であり、具体化に向けて検討中）

設備更新等による省エネ化

メタネーションによる合成メタンの導入・供給

SAFの供給 （検討中）

LNGボイラーへの転換

照明のLED化

ﾀ

ｰ

ﾐ
ﾅ
ﾙ
外

発電所

発電熱効率の維持・向上 （将来の構想として検討中）

バイオマス発電の運転

発電燃料の転換

工場

照明のLED化

東邦ガス(株)

KPI

技術課題の解決や経済性の確保が達成された場合に、

他の発電所の状況も勘案してアンモニア又は水素の導入について検討

※今後技術開発の状況や実施主体の事業実施状況も踏まえ随時見直すこととする。

計画P37【一部修正】
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1 

四日市港港湾脱炭素化推進計画の目的  

四日市港は、我が国有数の石油化学コンビナート等を擁し、石油をはじめとしたエネル

ギーの輸入・供給拠点として、我が国の経済を支える重要な役割を担っており、そのため

の既存インフラや供給網が整っている。このため、今後、主要なエネルギー源が化石燃料

から水素やアンモニア、メタネーションによる合成メタン、合成燃料等（以下「水素・ア

ンモニア等」という。）へ変化しても、四日市港は、これらを海外から受け入れ、幅広く国

内に供給していく、我が国における重要なエネルギーの輸入・供給拠点としてのポテンシ

ャルを有しており、今後、我が国の経済成長を支えるためにも、四日市港は、これまでと

変わらず、その役割を果たしていく必要がある。 

本計画は、四日市港の港湾区域及び臨港地区はもとより、四日市港を利用する荷主企業

や港湾運送事業者、船会社等、民間企業等を含む港湾地域全体を対象とし、水素・アンモ

ニア等の受入環境の整備や、脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化、集積する臨海部産業

との連携等の具体的な取組について定め、四日市港におけるカーボンニュートラルポート

（CNP）の形成の推進を図るものである。 

なお、本計画は、四日市港港湾脱炭素化推進協議会（港湾法第 50 条の３第１項に規定す

る港湾脱炭素化推進協議会。以下、協議会という。）における協議を踏まえ、作成したもの

である。 

 

１．官民の連携による脱炭素化の促進に資する港湾の効果的な利用の推進に関する基本的な方針 

１-１．四日市港の概要 

（１）四日市港の特徴 

四日市港は伊勢湾奥部に位置し、古くから伊勢湾地域の海陸交通の要衝として地域の産

業、経済発展に大きく貢献してきた。明治 32（1899）年８月、伊勢湾で最初に開港場とし

て指定され、羊毛や綿花の輸入で栄えた。 

昭和 34（1959）年に日本で最初の石油化学コンビナートが立地されると、本港の臨海部

において、石油化学を中心とした工業集積が進んだ。 

昭和 40 年代からはコンテナ貨物の取扱を開始し、現在では三重県を中心とした中部圏及

び近畿圏の一部を背後地域に抱える国際貿易港として発展してきた。 

石油化学コンビナートは現在、塩浜地区、大協・午起地区、霞ヶ浦地区の３地区から形

成されており、石油・石化産業が生産する燃料・基礎化学品をパイプラインで供給してい

る企業群が事業を展開し、日本のものづくり産業を支えている。 

平成 23（2011）年には国際拠点港湾に指定されており、令和３（2021）年の総取扱貨物

量は輸出 360 万㌧、輸入 3,476 万㌧、移出 1,514 万㌧、移入 513 万㌧、合計 5,864 万㌧で、

輸入が約６割を占めている。なかでも原油、LNG、石炭の３品目で輸入量の８割以上を占め、

石油化学コンビナートや火力発電所等へ供給を行っている等、エネルギーの輸入・供給拠

点としての役割を担っている。 
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図１ 四日市港の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 四日市港における総取扱貨物量の推移 

 

 

 

単位（千トン） 

 

四日市港統計年報（2021 年）より作成 
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図３ 四日市港における貨物取扱内訳 
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四日市港統計年報（2021 年）より作成 
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（２）四日市港の港湾計画、地球温暖化対策推進法（以下、「温対法」という。）に基づく

地方公共団体実行計画等における位置づけ 

１）港湾計画による位置づけ 

 

図４ 四日市港港湾計画図 

 

現在の港湾計画は、平成30年代前半を目標年次とし平成23（2011）年に改訂している。 

  川越地区には LNG 火力発電所が立地し、霞ヶ浦地区には LNG、LPG 受入基地が立地し

ており、川越地区に LNG バース（水深-14m）、霞ヶ浦地区に LNG・LPG バース（水深-14m）

が位置付けられている。輸入された LNG、LPG は三重県内にとどまらず、対岸の愛知県な

ど県外へも供給を行っており、LNG、LPG の輸入・供給拠点としての役割を担っている。 

  また、霞ヶ浦地区には石炭中継基地が立地しており、隣接に石炭を受入れる公共バ

ース（水深-14m、延長 280m）が位置付けられている。輸入された石炭は、愛知県の火

力発電所やコンビナート企業に供給を行っているほか、県内外に広く供給を行ってお

り、石炭の輸入・供給拠点としての役割を担っている。 

 さらに、四日市地区（大協・午起）及び塩浜地区には製油所が立地しており、沖合に

はシーバース（水深-22ｍ、-20.8m）が位置付けられている。輸入された原油は、ガソ

リン、ナフサ等の各種石油製品に精製され、コンビナート企業に供給を行っているほ

か、県内外に広く供給を行っている。 

  なお、港湾脱炭素化推進計画において、新たな貨物の取扱や土地利用計画に変更が

生じる場合、適宜、港湾計画の変更を行うこととする。 
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２）温対法に基づく実行計画による位置づけ 

三重県が令和５（2023）年３月に改定した「三重県地球温暖化対策総合計画」にお

いては、2030 年度における三重県の温室効果ガス排出量を 2013 年度比で産業部門で

は 42％削減、全体で 47％削減、2050 年まで県域からの温室効果ガスの排出実質ゼロ

を目指すとされている。 

四日市市が令和５（2023）年７月に改定した「四日市市環境計画」（四日市市地球

温暖化対策実行計画を包含）では、四日市市域からの温室効果ガス排出量を 2030 年

には、2013 年度比で産業部門では 45％削減、全体で 47％削減、2050 年度までに温室

効果ガス排出量実質ゼロを目指すこととしている。 

港湾管理者である四日市港管理組合では、令和５（2023）年３月に「四日市港管理

組合地球温暖化対策実行計画（第５次）」を策定し、管理組合の事務・事業から発生

する温室効果ガス排出量を 2030 年には、2013 年度比で 52％削減を目標に掲げてお

り、温室効果ガスの排出削減に向けた取組としてカーボンニュートラルポートへの対

応を位置づけている。    

四日市港管理組合地球温暖化実行計画は、管理組合の事務・事業のみを対象として

おり、企業活動については対象外である。産業が集積する本港の計画作成にあたって

は、近隣自治体の実行計画における全体の削減目標だけでなく、産業部門における削

減目標も参考とする。 

なお、四日市港の一部を含む川越町については、温対法に基づく実行計画が策定さ

れていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

（３）当該港湾で主として取り扱われる貨物（資源・エネルギーを含む。）に関する港湾  

施設の整備状況等 

 ①係留施設※ 

区

分 

地

区 
施設名称 延長(m) 水深(m) 主な取扱貨物・取扱量(2021 年)(t) 

公

共 

霞

ヶ

浦

地

区 

霞ヶ浦南埠頭２２号岸壁 280 14 石炭等 339.0 万 

霞ヶ浦南埠頭２３号岸壁 240 12 原塩等 48.3 万 

霞ヶ浦南埠頭２４号岸壁 240 12 完成自動車等 74.9 万 

霞ヶ浦南埠頭２５号岸壁 240 12 完成自動車 81.2 万 

霞ヶ浦南埠頭２６号岸壁 250 12 合成樹脂等 94.7 万 

霞ヶ浦南埠頭２７号岸壁 250 12 合成樹脂等 56.9 万 

霞ヶ浦南埠頭３８号岸壁 90 5.5 化学薬品 0.2 万 

霞ヶ浦南埠頭３９号岸壁 90 5.5 化学薬品 0.2 万 

霞ヶ浦南埠頭４０号岸壁 90 5.5 化学薬品 0.2 万 

霞ヶ浦南埠頭４１号岸壁 90 5.5 麦等 0.7 万 

霞ヶ浦南埠頭４３号岸壁 90 5.5 非金属鉱物等 0.6 万 

霞ヶ浦南埠頭６０号岸壁 130 7.5 石炭等 38.6 万 

霞ヶ浦南埠頭６１号岸壁 130 7.5 石炭等 122.6 万 

霞ヶ浦南埠頭６２号岸壁 130 7.5 鋼材等 25.0 万 

霞ヶ浦南埠頭７３号岸壁 75 4.5 非金属鉱物等 0.8 万 

霞ヶ浦南埠頭７４号岸壁 130 7.5 完成自動車 51.1 万 

霞ヶ浦南埠頭７５号岸壁 130 7.5 麦等 2.8 万 

霞ヶ浦北埠頭８０号岸壁 330 14 自動車部品等 200.3 万 

四

日

市

地

区 

石炭埠頭７号（Ａ）岸壁 125 7.5 化学薬品 17.4 万 

第２埠頭９号岸壁 200 10 非鉄金属等 15.6 万 

第２埠頭１０号岸壁 200 5.5 動植物性製造飼肥料等 0.9 万 

第２埠頭１１号岸壁 200 10 動植物性製造飼肥料等 9.1 万 

第３埠頭１３号岸壁 245 12 その他農産品等 22.4 万 

第３埠頭１４号岸壁 220 10 非金属鉱物等 11.8 万 

第３埠頭１５号岸壁 245 10 化学薬品等 10.7 万 

第３埠頭１６号岸壁 138 7.5 窯業品等 0.7 万 

第３埠頭１７号岸壁 90 5.5 鋼材 6.4 万 

第３埠頭１８号岸壁 90 5.5 完成自動車 2.3 万 

※臨港地区の係留施設のうち、取扱貨物量が 1,000 トン以上の係留施設を記載 
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区

分 

地

区 
施設名称 水深(m) 主な取扱貨物・取扱量(2021 年)(t) 

専

用 

川

越

地

区 

川越火力発電所ＬＮＧ受入さん橋 14 

LNG 749.5 万 川越火力発電所さん橋 4.5 

川越火力発電所バンカー用さん橋 6.5 

天

カ

須

賀

地

区 

谷口石油精製第１号さん橋 5.5 
その他の石油 8.2 万 

原油 2.1 万 

重油 1.1 万 
谷口石油精製第２号さん橋 7.5 

霞

ヶ

浦

地

区 

霞１号さん橋 4.5 

LNG 357.8 万 

化学薬品 144.7 万 

LPG 119.5 万 

霞３号さん橋 4.5 

霞４号さん橋 7.0 

霞５号さん橋 5.5 

霞６号さん橋 5 

霞９号さん橋 14 

霞１０号さん橋 8 

霞１１号さん橋 8 

霞１５号さん橋 7.5 

霞１６号さん橋 7.5 

霞１７号さん橋 7.5 

四

日

市

地

区 

コスモ石油シーバース 20.8 

原油 538.2 万 

揮発油 344.7 万 

重油 163.2 万 

コスモ石油午起第１号さん橋 12 

コスモ石油午起第２号さん橋 6.5 

コスモ石油午起第３号さん橋 4.5 

コスモ石油午起第５号さん橋 5.5 

コスモ石油午起第６号さん橋 6.5 

コスモ石油午起第７号さん橋 8 

コスモ石油午起第８号さん橋 8 

コスモ石油午起第９号さん橋 12 

コスモ石油四日市第５号さん橋 7 

コスモ石油四日市第６号さん橋 7 

コスモ石油四日市第８号さん橋 7 

コスモ石油四日市第９号さん橋 7 

※臨港地区の係留施設のうち、取扱貨物量が 1,000 トン以上の係留施設を記載。 
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区

分 

地

区 
施設名称 水深(m) 主な取扱貨物・取扱量(2021 年)(t) 

専

用 

四

日

市

地

区 

太平洋セメントＡさん橋 9 セメント 94.1 万 

窯業品 7.3 万 

石灰石 1.9 万 
太平洋セメントＢさん橋 5 

塩

浜

地

区 

コスモ石油塩浜第１号さん橋 5.5 

原油 983.5 万 

その他の石油 299.4 万 

揮発油 212.8 万 

コスモ石油塩浜第２号さん橋 5.5 

コスモ石油塩浜第３号さん橋 6.5 

コスモ石油塩浜第５号さん橋 5.5 

コスモ石油塩浜第６号さん橋 5.4 

三菱ケミカル１号さん橋 7.4 

三菱ケミカル２号さん橋 6.5 

三菱ケミカル３号さん橋 6.5 

昭和四日市石油Ａさん橋 5 

昭和四日市石油 Bさん橋 5 

昭和四日市石油 Cさん橋 4 

昭和四日市石油Ｅさん橋 12 

昭和四日市石油Ｆさん橋 8 

昭和四日市石油Ｇさん橋 8 

昭和四日市石油Ｉさん橋 8 

昭和四日市石油Ｊさん橋 6 

昭和四日市石油Ｋさん橋 9 

昭和四日市石油Ｌさん橋 12 

昭和四日市石油シーバース 22 

石原産業１号さん橋 6.5 

石原産業２号さん橋 8 

※臨港地区の係留施設のうち、取扱貨物量が 1,000 トン以上の係留施設を記載。 
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②荷さばき施設※1 

対象

地区 
設置場所 施設 

台

数 
能力 管理者 

霞
ヶ
浦
地
区 

コンテナターミナル ガントリークレーン 6 46.6ｔ吊～ 

55.5ｔ吊 

四日市港管理

組合 

トランスファークレーン 7   民間事業者 

ストラドルキャリア 10   民間事業者 

トップリフター 8   民間事業者 

フォークリフト 4 2.5ｔ 民間事業者 

トラクターヘッド 14   民間事業者 

バルクターミナル アンローダ 2 1,500t/h 

1,700t/h 

四日市港管理

組合 

シップローダ 1 1,200t/h 四日市港管理

組合 

ベルトコンベア 13   民間事業者 

スタッカ 3   民間事業者 

リクレーマ 3   民間事業者 

ホイールローダ 18   民間事業者 

ブルドーザー 1   民間事業者 

バックホウ 4   民間事業者 

バキュームカー 1   民間事業者 

その他ターミナル トラッククレーン 2 65t、220ｔ 民間事業者 

フォークリフト 31 2t～24ｔ 民間事業者 

四
日
市
地
区 

その他ターミナル アンローダ 1 800ｔ/h 四日市港管理

組合 

ホイールローダ 2 2.0ｔ、2.6ｔ 民間事業者 

トラッククレーン 3 35t～140ｔ 民間事業者 

フォークリフト 82 2ｔ～8.5ｔ 民間事業者 

そ
の
他 

車両※２ トラクターヘッド 10 
 

民間事業者 

ウイング車 1 
 

民間事業者 

トラック 11 
 

民間事業者 

W キャブトラック 1 
 

民間事業者 

※１：四日市港管理組合の管理する港湾施設（告示第６号）及びアンケート等の結果より記載。 

※２：地区間を往来する車両についてはその他として整理した。 
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１-２.港湾脱炭素化推進計画の対象範囲 

四日市港港湾脱炭素化推進計画の対象範囲は、ターミナル（コンテナターミナル、バル

クターミナル等）等の臨港地区及び港湾区域における脱炭素化の取組だけでなく、ターミ

ナル等を経由して行われる物流活動（海上輸送、トラック輸送、倉庫等）に係る取組、港

湾を利用して生産・発電等を行う事業者（発電、化学工業等）の活動に係る取組や、ブル

ーカーボン生態系等を活用した吸収源対策の取組等とする。取組の対象となる主な施設等

を表１及び図５に示す。 

なお、これらの対象範囲のうち、港湾脱炭素化促進事業に位置付ける取組は、当該取組

の実施主体の同意を得たものとする。 

 

表１ 四日市港港湾脱炭素化推進計画の対象範囲 

分 類 対象地区 対象施設等 所有・管理者 

タ
ー
ミ
ナ
ル
内 

コンテナターミナル 港湾荷役機械 港湾管理者、 

港湾運送事業者 

構内輸送トレーラー 港湾運送事業者 

管理棟、照明施設、 

リーファーコンテナ用電源 

港湾管理者、 

港湾運営会社 

バルクターミナル 港湾荷役機械 港湾管理者、 

港湾運送事業者 

その他ターミナル 港湾荷役機械 港湾管理者、 

港湾運送事業者 

管理棟、照明施設、 

上屋、倉庫、物流施設等 

港湾管理者、 

港湾運送事業者、倉庫事業者 

出
入
船
舶
・
車
両 

船
舶 

コンテナターミナル 停泊中の船舶 港湾管理者、港湾運営会社、 

船会社等 バルクターミナル 

その他ターミナル 

ターミナル外 

車
両 

コンテナターミナル 輸送車両 陸上運送業者 

バルクターミナル 

その他ターミナル 

タ
ー
ミ
ナ
ル
外 

ターミナル外 火力発電所、バイオマス発電

所、石油化学工場、ガス製造

工場及びこれらに付帯する港

湾施設、倉庫、事務所等 

発電事業者、石油化学事業者、 

ガス製造事業者、倉庫事業者等 
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図５ 四日市港港湾脱炭素化推進計画の対象範囲 

 

１-３．官民の連携による脱炭素化の促進に資する港湾の効果的な利用の推進に係る取組方針 

（１）現状と課題 

  四日市港は、日本のまんなかに位置し、海陸輸送拠点としての優位性が非常に高い。 

交通アクセス面では、阪神から中京間の陸上輸送において、新名神高速道路等の開通

により、四日市市を経由する新名神高速道路・東名阪自動車道ルートが主軸となってき

ており、海陸輸送の結節点としての四日市港のポテンシャルが高まってきている。四日

市港の周辺には国道 1 号及び国道 23 号が並走しており、また、東名阪自動車道の四日市

東 IC と、伊勢湾岸自動車道のみえ川越 IC が近接している。みえ川越 IC からは、平成 30

（2018）年４月に開通した臨港道路霞４号幹線「四日市・いなばポートライン」を利用す

ると、無料かつ、渋滞無しで四日市港に乗り入れが可能である。また、令和５（2023）年

には国道 23 号中勢バイパスが全線開通し、さらに、令和７（2025）年３月には国道１号

北勢バイパスの一部が開通した。加えて、今後東海環状自動車道の全線開通が予定され

ているなど、背後の幹線道路の整備が進められている。 

また、東南アジア航路をはじめとするコンテナ船の大型化への対応に加え、バイオマ

ス発電燃料等のバルク貨物や完成自動車の取扱量の増加への対応、サプライチェーンの

強靱化、災害対応力の強化を図るため、81 号耐震強化岸壁の整備が進められている。 

さらに、四日市港には、多くのエネルギー関連企業が集積しており、原油及び LNG の

輸入においては、それぞれ全国の約 1 割を占め、天然ガスや都市ガスの供給網を有する

など、我が国のエネルギーの輸入・供給拠点として重要な役割を担っている。合成燃料

や、水素キャリアであるメチルシクロヘキサン（MCH）は石油の既存インフラが活用でき、

メタネーションによる合成メタンは天然ガスや都市ガスの既存インフラが活用できるた

め、四日市港ではこれらの導入についての優位性が高い。 

加えて、既存の公共岸壁で荷揚げしたバイオマス燃料（再生可能エネルギー）を使用し

て、四日市港内においてバイオマス発電が進められているほか、LNG バンカリング拠点の

形成がなされている。 
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課題としては、今後さらに航路・サプライチェーンの脱炭素化に取り組む荷主企業や

船会社等から選択される港湾を目指し、港湾荷役機械や管理棟・照明施設、係留船舶、タ

ーミナルに出入りする車両等に係る、港湾オペレーションの脱炭素化に向けた取組につ

いて検討を進める必要がある。 

また、主要なエネルギー源が化石燃料から水素・アンモニア等へ変化しても、四日市港

がエネルギーの輸入・供給拠点としてこれまでと変わらず、その役割を果たしていくた

めに、水素等の受入環境整備についても検討が必要である。 

さらに、カーボンニュートラルの取組は、現状の化石燃料の施設は使いつつ、徐々に転

換していく必要があり、そのためには、既存施設を活用した一部の脱炭素手段を除き、現

在使っている土地の他に、新たな事業を展開する用地が必要となってくるが、四日市港

では現状で大規模な低未利用地が無く、新たな展開用地の不足が課題である。 

加えて、各コンビナート間は海や川で隔てられており、各コンビナート間の各種連携

（パイプライン・交通アクセス等）が脆弱であることも課題となっている。 

 

（２）取組方針と推進体制  

①温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化に関する事業 

管理棟・照明施設等の LED 化や設備更新、CO2 フリー電源の活用、太陽光発電設備の

導入、荷役機械の低・脱炭素化、陸上電力供給、出入り船舶の燃料転換、車両の EV 化

等の取組・検討を進め、港湾オペレーションの脱炭素化を図る。 

ターミナル外については、今後の技術開発の進展に応じ、CCS、メタネーションによ

る合成メタンの導入、ブルーカーボンの造成やモーダルシフトの実施などの構想の具

体化を検討していく。 

取組を推進する体制として、協議会に参画する港湾運営会社、船会社、港湾運送事業

者や関連団体、行政等が一体となって取り組んでいく。 

 

  ②港湾・臨海部の脱炭素化に貢献する事業 

すでに実施されているバイオマス発電や LNG バンカリング事業を今後も継続してい

くことに加え、火力発電所の発電効率の維持・向上や、持続可能な航空燃料（SAF）の

供給について検討を進める。 

現在、国内外において、水素やアンモニアの混焼・専焼発電、アンモニア・MCH 等か

ら水素を抽出（脱水素）する技術、CO2 と水素から合成メタンを製造するメタネーショ

ン、水素・アンモニア等を大量・安全・安価に輸送や貯蔵するための技術開発等が進め

られており、四日市港に立地する企業等と意見交換や情報収集を行い、四日市港におけ

るこれら技術の導入の可能性について検討する。2030 年度に向けては、技術開発の進

展や背後圏企業のニーズに応じ、水素・アンモニア等の輸入・移入を可能とする受入環

境の整備等に関係者が連携して取り組む。さらに、2050 年に向けては、水素・アンモ

ニア等の大規模需要が見込まれるなか、水素・アンモニア等の輸入・供給拠点の形成に

ついて検討を行う。これらの検討結果を踏まえ、新たな用地の確保についても検討す

る。 

取組を推進する体制として、協議会に参画する民間事業者等だけではなく、背後圏企

業のニーズを把握するとともに、「中部圏水素・アンモニア社会実装推進会議」や「四

日市コンビナートカーボンニュートラル化推進委員会」とも連携し取り組んでいく。 
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２．港湾脱炭素化推進計画の目標 

２-１．港湾脱炭素化推進計画の目標 

本計画の目標は、以下のとおり、取組分野別に指標となる KPI（Key Performance 

Indicator：重要達成度指標）を設定し、具体的な数値目標を設定した。 

CO2 排出量（KPI 1）は、政府の温室効果ガス削減目標及び三重県、四日市市の温対法

に基づく実行計画による位置づけ対象範囲の CO2 排出量の削減ポテンシャル、港湾脱炭

素化促進事業による CO2 排出量の削減見込量等を勘案し、設定した。なお、港湾脱炭素

化促進事業による CO2 排出量の削減量の積み上げでは目標に到達しないが、民間事業者

等による脱炭素化の取組の準備が整ったものから順次計画に位置付け、目標達成を目指

すものとする。 

低・脱炭素型荷役機械導入率（KPI 2）は、施設の保有状況、耐用年数や港湾脱炭素

化促進事業による荷役機械の低・脱炭素化の取組の見通し等を踏まえて設定した。 

各数値目標は現状の取組状況及び見通しに基づくものであり、四日市港における今後

の脱炭素化の取組内容の具体化や、港湾・臨海部における水素・アンモニア等の受入に

係る事業性検討等の実施状況を踏まえ、必要に応じて見直しを行うものとする。 

また、水素・アンモニア及びブルーカーボン生態系の創出に係る数値目標など、計画

上の必要に応じて KPI を追加する。 

 

表２ 計画の目標  

KPI 

（重要達成度指標） 

具体的な数値目標 

短期（2025 年度） 中期（2030 年度） 長期（2050 年） 

KPI 1 

CO2 排出量 
－ 

約 376 万トン/年 

（2013 年度比 42％削減）
※
 

実質ゼロトン 

KPI 2 

低・脱炭素型荷役機

械導入率 

－ 55％ 100％ 

※：さらに高みの 47％削減（排出量：約 344 万トン）を目指す。 
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２-２．温室効果ガス排出量の推計 

１-２の対象範囲内においてエネルギー（燃料、電力）を消費している事業者のエネルギ

ー使用量をアンケートやヒアリング等の調査から推計した 2013 年度及び最新年度（2021

年度時点）の CO2 排出量は表３のとおり。 

 

表３ 対象範囲内の CO2 排出量 

  区分 

CO2 排出量 (年間) ※１ 

2013 年度 
最新年度※２ 

（2021 年度） 

 

割合 

ターミナル内 約 0.54 万トン 約 0.57 万トン 0.1% 

出入船舶・車両 

船舶 約 4.4 万トン 約 5.3 万トン 0.9% 

車両 約 2.9 万トン 約 2.8 万トン 0.5% 

ターミナル外 約 640 万トン 約 595 万トン 98.5% 

合  計 約 648 万トン 約 603 万トン 100% 

 
※１：「四日市港 CNP 形成計画」における CO2 排出量の計上は、CO2 を直接的に排出している箇所をベース

に計上していたが、本計画では「三重県地球温暖化対策総合計画」や「四日市市環境計画」（以下、
「①」とする。）と同様に、排出量をエネルギー最終消費者・消費箇所で計上することとしたため、
「四日市港 CNP 形成計画」と本計画では数値が異なっている。 
本計画の対象範囲は、川越町の一部が含まれるなど「四日市市環境計画」や「四日市コンビナート 
２０５０年カーボンニュートラル化に向けた検討報告書」（以下、「②」とする。）の対象範囲と異な
る。また、①及び②では都道府県別エネルギー統計（2019）を基に CO2 排出量を算出しているが、本
計画ではアンケート・ヒアリング結果及び環境省データに基づく事業所からの CO2 排出量を合計して
算出していることから、①及び②と本計画では CO2 排出量の数値が異なる。 

※２：最新年度は 2021 年度の数値を基本とするが、事業者アンケートにおいて 2021 年度の数値が得られな
かった場合は、2017 年度又は 2018 年度の環境省の温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度（以
下、環境省データという）に基づく事業所からの温室効果ガス（CO2）排出量を使用した。 

 

 
 

図６ 2021 年度における CO2 排出量の推計結果 
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表４ CO2 排出量の推計結果 

区 分 対象地区 対象施設等 所有・管理者 CO2 排出量（年間） 

2013 年度 最新年度※1 

（2021年度） 

タ
ー
ミ
ナ
ル
内 

コンテナターミナル 港湾荷役機械 港湾管理者、 

港湾運送事業者 

約 1,893 トン 約 1,727 トン 

構内輸送トレーラー 港湾運送事業者 約 237 トン  約 216 トン 

管理棟、照明施設、 

リーファーコンテナ

用電源 

港湾管理者、 

港湾運営会社 

約 1.25 トン 約 0.88 トン 

バルクターミナル 港湾荷役機械 港湾管理者、 

港湾運送事業者 

約 1,800 トン  約 2,158 トン 

その他ターミナル 港湾荷役機械 港湾管理者、 

港湾運送事業者 

約 1,501 トン  約 1,629 トン 

管理棟、照明施設、 

上屋、倉庫、物流施設

等 

港湾管理者、 

港湾運送事業者、

倉庫事業者 

約 7.33 トン 約 5.61 トン 

出
入
船
舶
・
車
両 

船
舶 

公
共 

コンテナタ

ーミナル 

停泊中の船舶 港湾管理者、

港湾運営会社、 

船会社等 

約 2,683 トン 約 3,166 トン 

バルクター

ミナル 
約 2,555 トン 約 3,198 トン 

その他ター

ミナル 

約 6,896 トン 約 11,602 トン 

専
用 

ターミナル

外 

約 32,145 トン 約 35,279 トン 

車
両 

コンテナターミナル 輸送車両 陸上運送業者 約 27,221 トン 約 26,090 トン 

バルクターミナル※２ ― ― 

その他ターミナル※３ 約 1,504 トン 約 1,742 トン 

タ
ー
ミ
ナ
ル
外 

ターミナル外※４ 火力発電所、バイオ

マス発電所、石油化

学工場、ガス製造工

場及びこれらに付帯

する港湾施設、倉庫、

事務所等 

発電事業者、

石油化学事業者、 

ガス製造事業者、

倉庫事業者等 

約 6,403,084

トン 

約 5,947,936

トン 

 
※１：最新年度は 2021 年度の数値を基本とするが、事業者アンケートにおいて 2021 年度の数値が得られ

なかった場合は、2017 年度又は 2018 年度の環境省データを使用した。 
※２：バルクターミナルにおける出入り車両については、直背後の輸送。 

    ターミナル外についても輸送が多岐にわたるため、対象外。 
※３：自動車の輸送を対象。 

 ※４：アンケートとヒアリングにより、排出量が得られなかったものは、環境省データの熱・電気配分後とした。 
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２-３．温室効果ガス吸収量の推計 

四日市港の港湾緑地について、CO2 吸収量を以下のとおり推計した。 

四日市港臨港地区内における港湾緑地は図７のとおりであり、面積は 28.7ha である。 

このうち、造成後 30 年を超えた緑地 16.3 ha を CO2 吸収量の推計対象から除き、残り

の 12.4ha を対象として吸収量を推計した。当該緑地における CO2 吸収量は約 106 トン/年

である。 

 

図７ 四日市港臨港地区内における港湾緑地 
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２-４．温室効果ガスの排出量の削減目標の検討 

CO2 排出量の削減目標の検討に当たっては、協議会参画企業による CO2 排出量の削減

の取組（港湾脱炭素化促進事業等）をヒアリング等により把握した上で、「四日市港管

理組合地球温暖化対策実行計画（第５次）」、「三重県地球温暖化対策総合計画」、「四日

市市環境計画」を基に削減目標を検討し、四日市港は、四日市市、川越町の二つの市町

にまたがって位置していること、また、港への産業の集積という特性を踏まえ、「三重

県地球温暖化対策総合計画」の産業部門における削減目標を参考とした。 

本計画における温室効果ガスの削減目標は、2030 年度においては、2013 年度比 42％

削減を目指すこととし、さらに、三重県、四日市市の温対法に基づく実行計画と同様、

さらに高みの 47％削減を目標とする。 

また、2050 年において、カーボンニュートラルの達成を目指すこととする。 

 

図８ 2030 年度及び 2050 年 CO2 排出量削減目標 
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２-５．水素・アンモニア等の需要推計及び供給目標の検討  

令和４（2022）年２月、中部圏において当初水素をターゲットとして大規模な社会実装

を推進することを目的に中部圏の地元自治体や民間企業、経済団体等で構成する「中部

圏大規模水素サプライチェーン社会実装推進会議」が設立され、四日市港管理組合も令

和４（2022）年６月に同推進会議に参画した。令和４（2022）年 10 月には、水素に加え

アンモニアについてもカーボンニュートラルに資するエネルギーとして推進するため、

会議名称を「中部圏水素・アンモニア社会実装推進会議」に変更し、推進体制を強化し

た。令和５（2023）年３月には同推進会議により「中部圏水素・アンモニアサプライチェ

ーンビジョン」が策定された。これによると、中部圏における年間の水素需要量は 2030

年に 23 万トン、2050 年に 200 万トン、年間のアンモニア需要量は 2030 年に 150 万トン、

2050 年に 600 万トンを見込んでいる。 

令和４（2022）年３月、「四日市コンビナートのカーボンニュートラル化に向けた検討

委員会」（事務局：四日市市）が設立され、四日市港管理組合もオブザーバーとして参画

した。検討委員会では四日市コンビナートが目指す将来像について検討が行われ、「四日

市コンビナート 2050 年カーボンニュートラル化に向けた検討報告書」が取りまとめられ

た。これによると、四日市市域における年間の水素需要は 2030 年に 12.2 万トン、2050

年に 56.4 万トン、年間のアンモニア需要は 2030 年に 17.1 万トン、2050 年に 75.2 万ト

ンと見込んでいる。 

また、検討委員会の検討結果を踏まえて、カーボンニュートラル社会に貢献するコン

ビナート実現に向け取組等を推進する必要があることから、令和５（2023）年４月には

「四日市コンビナートカーボンニュートラル化推進委員会」（事務局：四日市市）が設立

され、四日市港管理組合も参画した。推進委員会では、四日市港の水素・アンモニアの輸

入・供給拠点化についても検討を進めている。 

三重県では、令和５（2023）年度に県の北中勢部の企業を対象に四日市港の背後圏（四

日市コンビナート企業は除く）の水素需要等の調査・検討を実施した。これによると、年

間の水素需要は 2030 年に 0.5 万トン、2050 年に 4.7 万トン、年間のアンモニア需要は

2030 年に 3.6 万トン、2050 年に 17.8 万トンを見込んでいる。 

三重県、四日市市、「中部圏水素・アンモニア社会実装推進会議」等とも連携しつつ、

今後とも水素・アンモニア等の需要の掘り起こしなどに取り組むとともに、我が国を支

えるエネルギーの輸入・供給拠点として、需要量に対応した供給量を確保できるよう、四

日市港における水素・アンモニア等の供給体制の構築に向けた取組を推進する。 
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３.港湾脱炭素化促進事業及びその実施主体 

３-１．温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化に関する事業 

  四日市港における港湾脱炭素化促進事業（温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作

用の保全及び強化に関する事業）及びその実施主体を表５のとおり定める。 

 

表５ 港湾脱炭素化促進事業 

（温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化に関する事業） 

期
間 

区
分 

施設の名称 

（事業名） 

実
施
主
体 

位
置 

規模 実施期間 事業の効果 備考 

短
期 

タ
ー
ミ
ナ
ル
内 

荷役機械や

ひき船等へ

の脱炭素化

に資する燃

料の導入 

四
日
市
港
管
理
組
合 

四
日
市
港
埠
頭(

株)
 

霞
ヶ
浦
地
区 

※ 2024年度以降 ※ 

※CT内の荷役

機械、四日市

港管理組合の

所有する船舶

等に導入を検

討。 

照明の LED

化 

四
日
市
港
管
理
組
合 

霞
ヶ
浦
地
区
・
四
日
市
地
区 

千 １式 
2018 年度～ 

2024 年度 

CO2 削減量： 

約 220 トン/

年 

 

EV 車の導

入 

四
日
市
港
内 

３台※ 
2019 年度～ 

2023 年度 

CO2 削減量： 

約３トン/年

（1 台で約 1

トン） 

※2019年度１

台 

2021年度１台 

2023年度１台 

小型風力・

太陽光発電

設備の導入 

富
双
地
区 

 １式 2021 年度 

CO2 削減量： 

約 0.04 トン/

年 

 

照明の LED

化 

四
日
市
港
国
際
物
流
セ
ン
タ

ー(

株)
 

霞
ヶ
浦
地
区 

敷地面積: 

34,064.77 ㎡ 

延床面積: 

56,599.91 ㎡ 

2018 年度～

2020 年度 

CO2 削減量： 

約 149 トン/

年※ 

※事業の効果

は CO2 削減量

の推計の最大

値であり、照

明の LED 化に

起因しないも

のも含む。 
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期
間 

区
分 

施設の名称 

（事業名） 

実
施
主
体 

位
置 

規模 実施期間 事業の効果 備考 

短
期 

タ
ー
ミ
ナ
ル
内 

太陽光発電

設備の整備 

霞
北
埠
頭
流
通
セ
ン
タ
ー(

株)
 

霞
ヶ
浦
地
区
北
ふ
頭 

最大出力: 

1,250 kw 
2017 年度 

CO2 削減量： 

約 1,200 トン

/年 

 

ガントリー

クレーン照

明の LED 化 

名
古
屋
四
日
市
国
際
港
湾(

株)
 

四
日
市
コ
ン
テ
ナ
タ
ー
ミ
ナ
ル(

株)
 

Ｗ
80
、
Ｗ
26
・
27
コ
ン
テ
ナ
タ
ー
ミ
ナ
ル 

LED 化 

機械室: 

①N3 号機 

航空障害灯:

②S1、S2 号機 

③N3 号機 

外部照明: 

④S3号機２灯 

2016 年度～ 

2018 年度 

CO2 削減量： 

約1.1トン/年 
 

ハイブリッ

ド型 RTG へ

の改造 

（エンジン

交換） 
日
本
ト
ラ
ン
ス
シ
テ
ィ
（
株
） 

霞
ヶ
浦
地
区
北
ふ
頭
コ
ン
テ
ナ
タ
ー
ミ
ナ
ル 

１基 2013 年度 

CO2 削減量： 

約 51.6 トン/

年 

 

ハイブリッ

ド型 RTG の

導入 

１基 2020 年度 

CO2 削減量： 

約 51.6 トン/

年 

 



 

21 

期
間 

区
分 

施設の名称 

（事業名） 

実
施
主
体 

位
置 

規模 実施期間 事業の効果 備考 

短
期 

 

 

タ
ー
ミ
ナ
ル
内 

荷役機械へ

の水素アシ

スト技術の

導入 

日
本
ト
ラ
ン
ス
シ
テ
ィ
（
株
） 

霞
ヶ
浦
地
区
北
ふ
頭
コ
ン
テ
ナ
タ
ー
ミ
ナ
ル 

 RTG：２基 2024 年度 

・CO2 排出量：

10％以上削減 

・エネルギー

使用量：10％

以上削減 

 

ガソリン車

→ HV 車の

代替 

中
部
海
運(

株)
 

四
日
市
地
区 

社用車５台※ 
2018年度以降

※ 
未定※ 

※リースアッ

プのタイミン

グで切替を実

施し、HV 車等

の低燃費車の

所有台数を増

やしている。

事業の効果は

今後具体化す

る予定。 

照明の LED

化 

四
日
市
地
区
・
霞
ヶ
浦
地
区 

１式(事務所・

倉庫) 

2020 年度～ 

2021 年度 
―※ 

※同時期に消

費電力の大き

い機器の導入

等も実施して

おり、照明の

LED 化のみに

よる定量的な

CO2 削減効果

は推計困難。 

低燃費型ホ

イールロー

ダの導入 

伊
勢
湾
倉
庫(

株)
 

霞
ヶ
浦
地
区 

１台 2024 年度 未定※ 

※事業の効果

は今後具体化

する予定。 
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期
間 

区
分 

施設の名称 

（事業名） 

実
施
主
体 

位
置 

規模 実施期間 事業の効果 備考 

短
期 

出
入
り
船
舶
・
車
両 

陸上電力供

給施設の導

入 

四
日
市
港
管
理
組
合 

霞
ヶ
浦
地
区 

11 施設 2018 年度 

CO2 削減量： 

約 323 トン/

年 

 

バイオ燃料

対応船の導

入 

四
日
市
港
内 

四
日
市
港
内 

四
日
市
港
内 

ひき船１隻 2025 年度 未定  

ESI 認証船

の入港料減

免制度の導

入 

― 2024 年度 ―  

LNG 燃 料

船・LNG 燃

料供給船へ

の入港料減

免制度の導

入 

― 2019 年度 

入港実績 

LNG 燃料供給

船: 

2021 年度 

８回 

2022 年度 

18 回 

2023 年度 

28 回 

LNG 燃料船：

2020 年度 

45 回 

2021 年度 

119 回 

2022 年度 

102 回 

2023 年度 

107 回 

 

タ
ー
ミ
ナ
ル
外 

LNG ボイラ

ーへの転換 

三
菱
ケ
ミ
カ
ル
（
株
） 

塩
浜
地
区 

ボイラー21基 2025 年度 

CO2 削減量： 

約 70,000 ト

ン/年 
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期
間 

区
分 

施設の名称 

（事業名） 

実
施
主
体 

位
置 

規模 実施期間 事業の効果 備考 

中
期 

タ
ー
ミ
ナ
ル
内 

インバータ

方式（電力

回生付き）

のガントリ

ークレーン

の整備 

四
日
市
港
管
理
組
合 

霞
ヶ
浦
地
区 

①W80 １基 

②W81 ２基 

2016 年度～ 

2030 年度 

１基あたりの

CO2 削減量： 

約 10 トン/年

※ 

※ヒアリング

を基に回生エ

ネルギーによ

る発電量から

CO２削減量と

して推計。 

EV or FC フ

ォークリフ

トの導入 

HV or EV 車

の導入 

中
部
海
運
（
株
） 

四
日
市
地
区 

対象フォーク

リフト３台 

対象社用車14

台 

2024 年度～

2030 年度 
未定※ 

※性能やコス

ト面、EV 充電

スタンドの整

備状況等を検

討し、買替が

必要になった

タイミングで

導入予定。 

事業の効果は

今後具体化す

る予定。 

霞
ヶ
浦
地
区 

対象フォーク

リフト９台 

対象社用車６

台 

塩
浜
地
区 

対象フォーク

リフト２台 

対象社用車１

台 

EV フォー

クリフト・

HV 車の導

入 

三
栄(

株)
 

四
日
市
地
区
・
霞
ヶ
浦
地
区 

30 台 
2023 年度～ 

2030 年度 
未定※ 

※事業の効果

は今後具体化

する予定。 

照明の LED

化 

中
部
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー(

株)
 

霞
ヶ
浦
地
区 

１式 ～2030 年度 未定※ 

※事業の効果

は今後具体化

する予定。 
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期
間 

区
分 

施設の名称 

（事業名） 

実
施
主
体 

位
置 

規模 実施期間 事業の効果 備考 

中
期 

出
入
り
船
舶
・
車
両 

LNG/LPG 燃

料船の導入 

日
本
郵
船(

株)
 

四
日
市
港
ほ
か 

（ 現 時 点 で

の）2030 年ま

での建造予定 

：LNG 燃料船

35 隻/LPG 燃

料船８隻 

2020 年度～

2030 年度 

CO2 削減量： 

約 30%削減 

LNG 燃料船 20

隻/LPG燃料船

５隻が就航済

み。 

アンモニア

燃料船の導

入 

2026年頃に就

航予定。現時

点で 2030 年

までに３隻竣

工予定。 

2030年代半ば

以降、本格導

入 

2026年度以降 

2050年までに

排出量ネット

ゼロ 

グリーンイノ 

ベーション基

金 事 業 と し

て、アンモニ

ア焚きタグボ

ートを 2024

年８月横浜港

にて就航。ま

た、同事業で、

アンモニア焚

きアンモニア

輸送船（2026

年就航予定）

を開発中。 

アンモニア

/メタノー

ル燃料船の

導入 

Ocean 

Network 

Express 

四
日
市
港
ほ
か 

 

2025年～2026

年：アンモニ

ア/メタノー

ル Ready 船を

20隻竣工予定 

2025 年度～ 

2050年までに

排出量ネット

ゼロ 

 

タ
ー
ミ
ナ
ル
外 

照明の LED

化 

太
平
洋
セ
メ
ン
ト
（
株
） 

四
日
市
地
区 

敷 地 内 一 式

（工場・事務

所等） 

2023 年度～ 

2026 年度 
―※ 

※照明の LED

化のみによる

定量的な CO2

削減効果は推

計困難。 
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期
間 

区
分 

施設の名称 

（事業名） 

実
施
主
体 

位
置 

規模 実施期間 事業の効果 備考 

長
期 

タ
ー
ミ
ナ
ル
内 

CO2 フリー

電気の導入 

四
日
市
港
管
理
組
合 

四
日
市
港
内 

１式 未定 未定  

EⅤフォー

クリフトの

導入 

伊
勢
湾
倉
庫(

株)
 

霞
ヶ
浦
地
区 

２台 未定※ 未定※ 

※買い替えが

必要になった

状況で検討す

る。 

事業の効果は

今後具体化す

る予定。 

省エネ型空

調機の導入 
１台 未定※ 未定※ 

※買い替えが

必要になった 

状況で検討す

る。 

事業の効果は

今後具体化す

る予定。 

照明の LED

化 

四
日
市
地
区 

未定※ 未定※ 未定※ 
※今後具体化

する予定。 

太陽光発電

設備の整備 

中
部
海
運(

株)
 

四
日
市
地
区
・
霞
ヶ
浦
地
区 

未定※ 未定※ 未定※ 
※今後具体化

する予定。 
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期
間 

区
分 

施設の名称 

（事業名） 

実
施
主
体 

位
置 

規模 実施期間 事業の効果 備考 

長
期 

出
入
り
船
舶
・
車
両 

石油系燃料

船でのバイ

オ燃料活用 

日
本
郵
船(

株)
 

四
日
市
港
ほ
か 

2019 年代～：

バイオ燃料の

活用 

2020 年度～

2040 年度 

2050年までに

排出量ネット

ゼロ 

 

石油系燃料

船での合成

燃料活用 

2040 年代～：

合成燃料の活

用 

2040年度以降 

2050年までに

排出量ネット

ゼロ 

 

タ
ー
ミ
ナ
ル
外 

 

構内照明の

LED 化 

東
邦
ガ
ス(

株)
四
日
市
工
場 

霞
ヶ
浦
地
区 

 

塩
浜
地
区 

未定※ 
2024 年度～

2032 年度 
未定※ 

※2024年度以

降 に 実 施 予

定。規模、事業

の効果は今後

具体化する予

定。 

設備更新等

による省エ

ネ化 

未定※ 
2024 年度～

2033 年度 
未定※ 

※2024年度以

降 に 実 施 予

定。具体的な

内容及び効果

については今

後具体化する

予定。 

ブルーカー

ボン（藻場）

の造成 四
日
市
港
管
理
組
合 

四
日
市
港
内 

未定※ 未定※ 未定※ 

※ 実 施 場 所

や、適する藻

類、実施期間、

効果などを検

討するため、

実証試験等に

取り組んでい

る。 

モーダルシ

フトの導入 
未定※ 未定※ 未定※ 

※荷主企業や

船会社等の協

力を得ながら

検 討 を 進 め

る。 
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 なお、港湾脱炭素化促進事業の実施による CO2 排出量の削減効果を表６に示す。港湾脱

炭素化促進事業による CO2 排出量の削減量を合計しても CO2 排出量の削減目標に到達しな

いが、官民が一体となって事業の推進・具体化に向けた検討が進められており、民間事業

者等による脱炭素化の取組の準備が整ったものから順次計画に位置付け、目標達成を目指

すものとする。 

 

 

表６ CO2 排出量の削減効果  
ターミナル内 出入り 

船舶・車両 

ターミナル外 合計 

① ：CO2 排出量(2013 年度) 約 0.54 万トン 約 7.3 万トン 約 640 万トン 約 648 万トン 

② ：CO2 排出量(2021 年度)※１ 約 0.57 万トン※3 約 8.1 万トン※3 約 595 万トン 約 603 万トン 

③ ：事業実施による削減量※２ 約 0.02万トン  0 万トン 約  ７ 万トン 約 7.02 万トン 

④ ：2013 年度からの削減量 

（① -②+③） 
約  -0.01万トン 約  -0.8 万トン 約   52 万トン 約  51.2 万トン 

⑤  ：2013 年度からの削減率 

（④/①×100） 
-2％ -11％ 8％ 8％ 

※１ 2021 年度までに実施済の港湾脱炭素化促進事業による CO2 削減効果を含む。 

※２ 表５の 2022 年度以降の港湾脱炭素化促進事業の CO2 削減量の合計（効果が未定のものを除く）。 

※３ CO2 排出量の推計は、取扱貨物量・入港隻数に依存しており、2013 年度に比べそれぞれ増加している。 
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３-２．港湾・臨海部の脱炭素化に貢献する事業 

四日市港における港湾脱炭素化促進事業（港湾・臨海部の脱炭素化に貢献する事業）及

びその実施主体を表７のとおり定める。 

 

表７ 港湾脱炭素化促進事業（港湾・臨海部の脱炭素化に貢献する事業） 

期
間 

区
分 

施設の名称 

（事業名） 

実
施
主
体 

位
置 

規模 実施期間 事業の効果 備考 

短
期 

出
入
り
船
舶
・
車
両 

LNG バンカ

リング事業

の運営 

(LNG 燃 料

船への LNG

燃料供給、

LNG バンカ

リング船の

保有・管理) 

セ
ン
ト
ラ
ル
Ｌ
Ｎ
Ｇ
マ
リ
ン
フ
ュ
ー
エ
ル(
株)

 

セ
ン
ト
ラ
ル
Ｌ
Ｎ
Ｇ
シ
ッ
ピ
ン
グ(

株)
 

伊
勢
・
三
河
湾 

LNG 燃料供給

船１隻 

2020 年度以

降 

LNG 供給量：

3,500 ㎥/隻/

回 

 

タ
ー
ミ
ナ
ル
外 

バイオマス

発電の運転 

中
部
電
力(

株)
 

四
日
市
地
区 

１基

（49,000kW） 

2020 年度以

降 

CO2 削 減 量 

約 15 万トン/

年※ 

※ CO2 削減量

は、四日市バイ

オマスの利用

率および代替

する電気の電

源構成により、

増減する。 

長
期 

タ
ー
ミ
ナ
ル
外 

メタネーシ

ョンによる

合成メタン

の導入・供

給 

東
邦
ガ
ス
（
株
） 

四
日
市
港
内 

未定※ 
2030 年度以

降 
未定※ 

※2030 年度に

都 市 ガ ス の

１％以上の導

入を目指して

具体的な案件

を検討中。 

規模・効果等は

今後具体化す

る予定。 
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期
間 

区
分 

施設の名称 

（事業名） 

実
施
主
体 

位
置 

規模 実施期間 事業の効果 備考 

長
期 

タ
ー
ミ
ナ
ル
外 

発電熱効率

の維持・向

上 

(

株)

Ｊ
Ｅ
Ｒ
Ａ 

※ 未定※ 未定※ 未定※ 

※火力発電所

は電力の安定

供給のための

負荷調整の役

割を担うこと

から、発電所単

位での定量的

な目標は立て

ていない。 

SAF の供給 

昭
和
四
日
市
石
油(
株)

 

塩
浜
地
区 

未定※ 未定※ 未定※ 

※出光グルー

プとして SAF

供給方針であ

り、グループ全

体の課題等か

ら実施場所を

検討中。 

そ
の
他 

新たな事業

を展開する

用地の確保 

四
日
市
港
管
理
組
合 

霞
ヶ
浦
地
区
沖
合
、
石
原
地
区 

未定※ 未定※ 未定※ 

※事業実施の

ため用地不足

の解消にむけ、

長期構想策定、

港湾計画の改

訂に合わせ、用

地確保を検討。 
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３-３．港湾法第 50 条の２第３項に掲げる事項 

（１）法第２条第６項による認定の申請を行おうとする施設に関する事項 

なし 

 

（２）法第 37 条第１項の許可を要する行為に関する事項 

なし 

 

（３）法第 38 条の２第１項又は第 4項の規定による届出を要する行為に関する事項 

なし 

 

（４）法第 54 条の３第２項の認定を受けるために必要な同条第一項に規定する特定埠頭

の運営の事業に関する事項 

なし 

 

（５）法第 55 条の７第１項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付けを受けて行う同条第

２項に規定する特定用途港湾施設の建設又は改良を行う者に関する事項 

なし 

 

 

４．計画の達成状況の評価に関する事項 

４-１．計画の達成状況の評価等の実施体制 

計画の作成後は、定期的に協議会を開催し、港湾脱炭素化促進事業の実施主体からの 

情報提供を受けて計画の進捗状況を確認・評価するものとする。協議会において、計画

の達成状況の評価結果等を踏まえ、計画の見直しの要否を検討し、必要に応じ柔軟に計

画を見直せるよう、PDCA サイクルに取り組む体制を構築する。 

 

４-２．計画の達成状況の評価の手法 

計画の達成状況の評価は、定期的に開催する協議会において行う。評価に当たって 

は、港湾脱炭素化促進事業の進捗状況に加え、協議会参画企業の燃料・電気の使用量の

実績を集計し CO2 排出量の削減量を把握するなど、発現した脱炭素化の効果を定量的に

把握する。評価の際は、あらかじめ設定した KPI に関し、目標年次においては具体的な

数値目標と実績値を比較し、目標年次以外においては 実績値が目標年次に向けて到達

可能なものであるか否かを評価する。 

 

５．計画期間 

本計画の計画期間は 2050 年までとする。 

なお、本計画は、対象範囲の情勢の変化、脱炭素化に資する技術の進展等を踏まえ、

適時適切に見直しを行うものとする。 
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６．港湾脱炭素化推進計画の実施に関し港湾管理者が必要と認める事項  

６-１.港湾における脱炭素化の促進に資する将来の構想 

港湾脱炭素化促進事業として記載するほどの熟度はないものの、今後、引き続き検討

を行い、中・長期的に取り組むことが想定される脱炭素化の取組について、港湾におけ

る脱炭素化の促進に資する将来の構想として、以下のとおり定める。 

 

表８ 港湾における脱炭素化の促進に資する将来の構想 

期
間 

区
分 

施設の名称 

（事業名） 

実
施
主
体 

位
置 

規模 実施期間 事業の効果 備考 

短
・
中
期 

 

タ
ー
ミ
ナ
ル
内 

太陽光発電

設備の導入 

港
湾
運
営
会
社 

コ
ン
テ
ナ
タ
ー
ミ
ナ
ル 

未定 
2027 年度以

降 
未定  

コンテナヤ

ード照明の

LED 化 

未定 未定 未定  

出
入
り
船
舶
・
車
両 

陸上電力供

給設備の導

入 

港
湾
運
営
会
社 

Ｗ
81 

未定 
2027 年度以

降 
未定  

メタノール

燃料船の導

入※１ 

船
会
社 

四
日
市
港
内
※
２ 

（ 現時点で

の）2030 年ま

で の建造予

定：３隻 

2023 年度以

降 
未定 

※１ アンモニ

ア燃料化が困

難な小型船の

脱炭素化。 

※２ 四日市港

を利用する船

舶に導入。 
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期
間 

区
分 

施設の名称 

（事業名） 

実
施
主
体 

位
置 

規模 実施期間 事業の効果 備考 

長
期 

タ
ー
ミ
ナ
ル
内 

低炭素型・

脱炭素型荷

役機械の導

入 

港
湾
運
送
事
業
者 

四
日
市
港
内 

未定※ 未定※ 未定※ 

※リプレース

時期や技術進

展の状況によ

って導入を検

討していく。 

水素エンジ

ン型 RTG へ

の改造 

（エンジン

交換） 

霞
ヶ
浦
北
ふ
頭
コ
ン
テ
ナ
タ
ー
ミ
ナ
ル 

未定※ 未定※ 未定※ 

※今後の買替

などの際に導

入を検討して

いく。 

出
入
り
船
舶
・
車
両 

 

出
入
り
船
舶
・
車
両 

アンモニア

燃料供給船

の導入 

船
会
社 

四
日
市
港
内
※ 

未定 未定 未定 

※ 四日市港を

利用する船舶

に導入。 
液化 CO2 輸

送船の運航 

浮体式アン

モニア貯蔵

再ガス化設

備搭載バー

ジの導入 

未
定
※ 

未定 未定 未定 

※ 研究開発段

階で、具体的な

導入港につい

ては未定。 
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期
間 

区
分 

施設の名称 

（事業名） 

実
施
主
体 

位
置 

規模 実施期間 事業の効果 備考 

長
期 

出
入
り
船
舶
・
車
両 

本船への陸

電受電設備

の搭載およ

び停泊時の

利用 

船
会
社 

未
定
※ 

未定※ 未定※ 

2050 年まで

に排出量ネッ

トゼロ 

※構想段階で

あり、位置、規

模、実施期間等

は検討中。 

代替エネル

ギー船の導

入 

未
定
※ 

未定※ 

 

未定※ 

  

2050 年まで

に排出量ネッ

トゼロ 

※ 構想段階で

あり、位置、規

模、実施期間等

は検討中。 

本 船 へ の

CCS 装 置

（ CO2 回

収・貯留）

の搭載 

未
定
※ 

未定※ 未定※ 

2050 年まで

に排出量ネッ

トゼロ 

※構想段階で

あり、位置、規

模、実施期間等

は検討中。 

タ
ー
ミ
ナ
ル
外 

ボイラーの

燃料転換 

反応炉の燃

料転換 

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
事
業
者 

四
日
市
港
内 

未定※ 未定※ 未定※ 

※構想段階で

あり、実現可能

性、経済性等を

検討中。 

CCS の導入 

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
事
業
者 

四
日
市
港
内 

未定※ 未定※ 未定※ 

※構想段階で

あり、規模、実

施期間、効果等

は検討中。 

Co-

Processing

の導入 

 

 

未定※ 

 

 

未定※ 

 

 

未定※ 

※構想段階で

あり、規模、実

施期間、効果等

は検討中。 

CO2 液化回

収装置の導

入 

 

 

未定※ 

 

 

未定※ 

 

 

未定※ 

※構想段階で

あり、規模、実

施期間、効果等

は検討中。 
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期
間 

区
分 

施設の名称 

（事業名） 

実
施
主
体 

位
置 

規模 実施期間 事業の効果 備考 

長
期 

タ
ー
ミ
ナ
ル
外 

大型藻類に

よる CO2 固

定化（ブル

ー カ ー ボ

ン）の導入 

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
事
業
者 

四
日
市
港
内 

未定※ 未定※ 未定※ 

※構想段階で

あり、規模、実

施期間、効果等

は検討中。 

発電燃料の

転換 

発
電
所 

未
定
※ 

未定※ 未定※ 未定※ 

※全社として

アンモニア又

は水素への燃

料転換に向け

た取り組みを

進めており、技

術課題の解決

や経済性の確

保が達成され

た場合に、他の

発電所の状況

も勘案してア

ンモニア又は

水素の導入に

ついて検討す

る。 

水素・アン

モニアの供

給 

未
定
※ 

四
日
市
港
内 

未定※ 未定※ 未定※ 

※官民が連携

して検討を進

めていく。 

 

 

 

 



 

35 

脱炭素化推進地区指定予定

凡例

商港区

特殊物資港区

工業港区

漁港区

分区指定なし

脱炭素化推進地区

川越地区

朝明地区

富双地区

浜園地区

霞ヶ浦地区

四日市地区

石原地区

塩浜地区

磯津地区
楠地区

沖の島地区

天カ須賀地区

６-２．脱炭素化推進地区制度の活用等を見据えた土地利用の方向性 

臨港地区内の建築物の用途制限について、本計画の目標の達成に向け、商港区に指定さ

れている霞ヶ浦地区の一部において、脱炭素化推進地区を指定し、分区指定の趣旨との両

立を図りつつ、船舶、荷役機械、大型トラック等の脱炭素化に資する燃料を供給するため

の環境整備や、脱炭素化に資する事業実施に向けた実証試験を行う施設整備等を進めてい

く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 土地利用の方向性 
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６-３．港湾及び産業の競争力強化に資する脱炭素化に関連する取組 

協議会を定期的に開催し、「中部圏水素・アンモニア社会実装推進会議」や「四日市コ

ンビナートカーボンニュートラル化推進委員会」での議論も踏まえ、今後、主要なエネル

ギー源が化石燃料から水素・アンモニア等へ変化しても、我が国における重要なエネルギ

ーの輸入・供給拠点としての役割を果たすとともに、国内外の投資を呼び込み、その投資

による波及効果で地域全体が持続的に成長・発展していくために以下の取組を進める。こ

れら一連の取組を通じて、SDGsや ESG投資に関心の高い荷主企業・船会社の寄港を誘致し、

国際競争力の強化を図るとともに、港湾の利便性向上を通じて、産業立地や投資を呼び込

む港湾を目指す。 

・コンテナターミナルにおいて、低炭素型・脱炭素型荷役機械の導入や、停泊中の船舶へ

の陸上電力供給設備の導入など、国際航路の脱炭素化に必要となる環境の整備に向け

た取組。 

・モーダルシフトの推進、ブルーカーボン生態系の活用、LNG バンカリング拠点の活用と

いった温室効果ガス削減対策の推進に向けた取組。 

・四日市コンビナートのカーボンニュートラル化に資する新たな貨物の受入環境整備に

向けた取組。 

・液化水素、アンモニア、MCH、メタネーションによる合成メタン等の輸送・貯蔵・利活

用に係る実証事業の積極的な誘致、水素・アンモニア等の社会実装に向けた課題の抽

出・対応の検討。 

・発電所・自家発電等でのバイオマス利用の導入・拡大の検討。 

・CCS等の実施を見据えたCO2回収スキームの確立や共同インフラ設備整備に向けた検討。 

・国道 23 号等の渋滞に左右されない港の南北軸の確立に向けた臨海部における新たな 

道路機能及びこれに合わせた供給機能の確保に向けた取組。 

・これらの取組のために必要となる既存施設の再編や新たな用地の確保に向けた取組。 

・伊勢湾内港湾との連携を通じて、次世代エネルギーの効率的なサプライチェーンの  

構築に向けた取組。 

 

６-４．水素・アンモニア等のサプライチェーンの強靱化に関する計画 

水素・アンモニア等のサプライチェーンを維持する観点から、切迫する大規模地震・津

波、激甚化・頻発化する高潮・高波・暴風などの自然災害及び港湾施設等の老朽化への対

策を行う必要がある。このため、水素・アンモニア等に係る供給施設を構成する岸壁、物

揚場、桟橋及びこれに付随する護岸、合成燃料や MCH、合成メタンでの活用が見込まれる

石油や天然ガス、都市ガス等の既存インフラ等について、耐震対策や適切な老朽化対策等

を行う。 
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６-５．ロードマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※今後技術開発の状況や実施主体の事業実施状況も踏まえ随時見直すこととする。 

短期（～２０２５） 中期（～２０３０） 長期（～２０５０）

―

２０３０年度：約３７６万トン
（２０１３年度比４２％削減）
※さらに高みの47％削減（排出
量：344万トン）を目指す。

２０５０年：ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ
（実質ゼロトン）

― 55% 100%

短期（～２０２５） 中期（～２０３０） 長期（～２０５０）

名古屋四日市国際港湾㈱
四日市コンテナターミナル㈱

三栄(株)

中部海運㈱

四日市港管理組合
四日市埠頭㈱

（リプレース時期や技術進展の状況によって導入を検討）

（買い替えなどの際に導入を検討）

三栄㈱
中部海運㈱

四日市港管理組合
中部海運㈱

四日市港管理組合
霞北埠頭流通センター㈱

港湾運営会社

中部海運㈱

四日市港管理組合
中部海運㈱

四日市港国際物流センター㈱
中部コールセンター㈱

港湾運営会社

伊勢湾倉庫㈱

四日市港管理組合
港湾運営会社

セントラルLNGマリンフューエル㈱
セントラルLNGシッピング㈱

Ocean Network Express

㈱JERA

中部電力㈱

発電所

昭和四日市石油㈱

三菱ケミカル㈱

太平洋セメント㈱

未定

四日市港管理組合

コンビナート事業者

港湾管理者等

四日市港管理組合 （長期構想策定・港湾計画改訂に合わせ検討）

港湾脱炭素化促進事業 脱炭素化の促進に資する将来の構想

コンビナート事業者

Co-Processingの導入

CO2液化回収装置の導入

（検討中）

照明のLED化

東邦ガス(株)

メタネーションによる合成メタンの導入・供給

対象施設等 取組内容

社用車・公用車

荷役機械への水素アシスト技術の導入

石油系燃料船でのバイオ燃料活用

アンモニア燃料供給船の導入

浮体式アンモニア貯蔵再ガス化設備搭載
バージの導入

LNG/LPG燃料船の導入

メタノール燃料船の導入

代替エネルギー船の導入

液化CO2輸送船の運航

アンモニア燃料船の導入

（研究開発段階）

（将来の構想として検討中）

期間

ブルーカーボン（藻場）の造成

四日市港管理組合
LNG燃料船・LNG燃料供給船への入港料
減免

EV車の導入

照明のLED化

太陽光発電設備等の整備

（今後具体化する予定）

本船へのCCS装置（CO2回収・貯留装置）
の搭載

日本トランスシティ（㈱

アンモニア/メタノール燃料船の導入

石油系燃料船での合成燃料活用

日本郵船㈱

低炭素型・脱炭素型荷役機械の導入

港湾運送事業者
水素エンジン型RTGへの改造（エンジン交換）


本船への陸電受電設備の搭載および
停泊時の利用

HV車の導入

（今後具体化する予定）

陸電設備の導入

発電熱効率の維持・向上

発電燃料の転換

設備更新等による省エネ化

SAFの供給

ボイラー、反応炉の燃料転換

CCSの導入

（将来の構想として検討中）

LNGボイラーへの転換

（構想段階であり、具体化に向けて検討中）

（構想段階であり、具体化に向けて検討中）

（構想段階であり、具体化に向けて検討中）

（構想段階であり、具体化に向けて検討中）

水素・アンモニアの供給 （官民が連携して検討を進めていく）

港湾
荷役
機械

照明のLED化

インバータ方式（電力回生付き）の
ｶﾞﾝﾄﾘｰｸﾚｰﾝの整備

四日市港管理組合

ハイブリッドRTGへの改造（エンジン交換）

KPI

KPI　１ CO2排出量

　低・脱炭素型荷役機械の導入KPI　２

CO２フリー電気の導入

荷役機械やひき船等への
脱炭素化に資する燃料の導入

ｶﾞﾝﾄﾘｰｸﾚｰﾝ

EV・FCフォークリフトの導入

EVフォークリフトの導入

EVフォークリフトの導入

伊勢湾倉庫㈱

区分

ﾀ

ｰ

ﾐ
ﾅ
ﾙ
内

RTG等

空調機の省エネ機器導入

低燃費型ホイールローダーの導入

取組主体

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ型RTGの導入

（買い替えが必要になった段階で検討）

（買い替えが必要になった段階で検討）

（検討中）

事務所、照明施設、
物流施設等

（将来の構想として検討中）

船会社

ESI認証船の入港料減免制度

照明のLED化

その他 用地

藻場

LNGバンカリング事業の運営

輸送

新たな事業展開用地の確保

モーダルシフトの導入

バイオ燃料船導入

バイオマス発電の運転発電所

ﾀ

ｰ

ﾐ
ﾅ
ﾙ
外

工場

出
入
船
舶
・
車
両

停泊中の船舶

（実施場所等を検討するため、実証実験等に取組中）

（構想段階であり、具体化に向けて検討中）

コンテナターミナルでの太陽光導入

Ｗ８１での導入

コンテナヤードの照明LED化

技術課題の解決や経済性の確保が達成された場合に、

他の発電所の状況も勘案してアンモニア又は水素の導入について検討

(船舶ZE化に伴い縮小/廃止)

(船舶ZE化に伴い縮小/廃止)
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参考資料 

 

 用語解説  

 

【あ】 

アンローダ 

   クレーンの一種で、岸壁において本船から鉱石や石炭等のばら積み貨物を陸揚げす

る荷役機械。 

 

RTG 

   Rubber Tired Gantry crane の略であり、コンテナターミナルにおける荷役機械

の一つで、コンテナヤード内のコンテナを運搬する時に使われる巨大なタイヤ式門型

クレーン。 

 

【い】 

ESI 

   Environmental Ship Index の略で、環境船舶指数。国際港湾協会（ＩＡＰＨ）

主導のもと世界の港湾が結成した世界港湾気候イニシアティブ（ＷＰＣＩ（World 

Ports Climate Initiative））が、船舶からの大気汚染物質等の排出削減を目的に環境

負荷の少ない船舶を測定評価し、環境船舶指数（ＥＳＩ値）を認証する。ＥＳＩ値に

応じ、入港料の減免などのインセンティブを与えることで環境負荷の少ない船舶の入

港を促進し、港湾地域での大気環境の改善を図る。 

 

【う】 

  ウイング車 

    荷台の両側面が、鳥が羽を広げたように大きく左右に開放され、荷物の出し入れ

がスムーズにおこなうことが出来る車両。 

 

  上屋 

    海上輸送貨物の荷さばきや中継作業を行うために、これの一時保管を目的として、

岸壁、物揚場等の係留施設の近くに設置される建物。 

    構造的には倉庫に類似しているが、荷さばきを本来の目的としており、保管を本

来の目的とする倉庫とは機能的に異なる。 
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【え】 

 MCH ※エム・シー・エイチ 

    Methyl cyclohexane（メチルシクロヘキサン）の略。 

    重油から得られる留分の一種で、溶媒・燃料に使われているが、トルエンの水素

化により生じ、触媒による脱水素化で水素を取り出せることから、有機ハイドライ

ドの一種として水素の安定的な貯蔵・輸送手段としての研究が進められている。 

 

LED 

    Light Emitting Diode の略であり、発光ダイオードの一種で電流を流すと発光す

る半導体。白熱電球に比べ、約 1/3～1/10 の消費電力、約 10～20 倍の寿命なの

で、省電力化・交換作業の削減に適している。 

 

LNG 燃料船 

    環境負荷の低いエネルギーである LNG（液化天然ガス）を燃料とする船舶。 

 

  LNG バンカリング 

    LNG（液化天然ガス）と、バンカー船と呼ばれる専用船等を用いて洋上の船に燃

料を補給する「バンカリング」を組み合わせた語であり、LNG 燃料を補給すること。 

 

【か】 

  カーボンニュートラルポート（CNP） 

    水素・アンモニア等の大量・安定・安価な輸入・貯蔵等を可能とする受入環境の

整備や、脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化、集積する臨海部産業との連携等が

行われ、我が国全体の脱炭素社会の実現に貢献する港。 

 

  ガントリークレーン 

    コンテナ埠頭に設置される貨物の積み卸しを行うためのクレーン。橋桁を走行脚

の外側に張り出すことで、貨物の積み卸し範囲を広くできる特徴をもつ。 

 

  岸壁 

    船舶が離着岸し、貨物の積卸し、船客の乗降等のため、水際線にほぼ鉛直の壁を

備えた構造物で水深が－4.5m 以上のものをいう。 

 

【け】 

  係留施設 

    貨物の積み卸しや船客の乗降のために船が停泊する施設。岸壁、桟橋などの種類

がある。 
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【こ】 

  航路 

    船が港に出入りするために設けられた水路。 

 

  港湾運営会社 

    民の視点を取り入れた港湾の効率的な運営を目指して導入されたもので、行政財

産の貸付を受け、コンテナふ頭等を一体的に運営する株式会社。 

 

  港湾運送事業者 

    港湾において荷役、水上輸送等の海陸運送に関する事業を行う者。 

 

  港湾オペレーション 

    船舶の入港、貨物の積卸し、輸送など、港湾で行われる一連の物流活動を指す。 

 

  港湾管理者 

    港湾を管理・運営している主体であり、「港湾法（昭和 25 年法律第 218 号）」に

より、その設立方法、機能等が定められている。 

 

  港湾区域 

    港湾の利用や管理に必要な水面を指す。船が通行するための航路や、停泊するた

めの泊地、荷物の積み卸しのため岸壁に船を着ける水面などがある。 

 

  港湾施設 

    「港湾法（昭和 25 年法律第 218 号）」で定義されている港湾の利用又は管理に

必要な施設のことで、航路・泊地等の水域施設、防波堤・水門・護岸等の外郭施設、

岸壁等のけい留施設、上屋等の荷さばき施設等。 

 

  港湾荷役機械 

    港湾において、貨物（コンテナ、ばら貨物など）の搬送、積付け、仕分けなどの

物流の結節点で発生する作業に使われる機械の総称。 

    港湾の現場で活躍する荷役機械は、荷役の対象とする貨物や港湾内の作業場所に

よって、構造や利用方法が分類される。 

  

  港湾法 

    交通の発達及び国土の適正な利用と発展を資するため、港湾の秩序ある整備と適

正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的とした法律。 
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  護岸 

    埠頭の係船岸以外の水際線に設け、その主目的として波浪による陸岸の侵食及び

水圧による陸岸の崩壊を防止するための構築物。 

 

  国際拠点港湾 

    国際海上貨物輸送網の拠点となる港湾として政令で定めるもの。 

 

  コンテナ 

    貨物を効率よく運ぶための入れ物となる箱のこと。サイズは長さで表示され、10

（約 3 メートル）・20（約 6 メートル）・40（約 12 メートル）フィートが主流。 

 

  コンテナターミナル 

    コンテナ輸送方式における海上輸送と陸上輸送の接点である埠頭のこと。船への

コンテナの積み卸しや、コンテナの保管・輸送、これに要する各種荷役機械の管理

等をつかさどる一連の施設をもった区域。 

 

  Co-Processing 

    製油所での原油処理を行いつつ、バイオ原料を二次装置（水素化処理装置、流動

接触分解装置（FCC））に投入して鉱油と混合処理し、バイオ燃料配合燃料を製造す

る取組。 

 

【さ】 

サプライチェーン 

    製品または商品が生産者から消費者の手元に届くまでの一連の流れを指す。 

 

桟橋 

    船舶を接岸、係留させて、貨物の積み卸し、船客の乗降等の利用に供する施設。 

杭をある間隔で打ち込み、杭頭部を床状に構築した係留施設であり、岸壁とは構

造上区分される。 

SAF 

    Sustainable Aviation Fuel の略で、持続可能な航空燃料。原料となるバイオマ

スや廃食油、都市ごみなどの生産・収集から、製造、燃焼までのライフサイクルで、

従来の航空燃料に比べて温室効果ガスの排出量の大幅な削減が期待できるとともに、

既存のインフラをそのまま活用できる。 

 

【し】 

シーバース     

大型タンカーが停泊・荷役できるよう、沖合の海上に設置された荷役施設。 
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シップローダ 

ばら貨物を船に積込むために使用される設備で、地上コンベア等で運ばれてきた

ばら貨物を機内コンベアに受入れ、船倉内に搬入する。 

 

CCS     

「CCS」とは、「Carbon dioxide Capture and Storage」の略で、日本語で

は「二酸化炭素回収・貯留」技術と呼ばれる。発電所や化学工場などから排出され

た CO2 を、ほかの気体から分離して集め、地中深くに貯留・圧入するというもの。 

 

【す】 

スタッカ     

鉱石 、石炭等のバラ物を貯蔵ヤードに連続的に積み付けるために用いられる荷

役機械。 

 

ストラドルキャリア     

コンテナを移動させる専用の運搬車両で、コンテナをまたいで、その車輪の間に

コンテナを抱えて走行する。 

【た】 

耐震強化岸壁     

大規模な地震が発生した場合に、被災直後の緊急物資及び避難者の海上輸送を確

保するために、特定の港湾において、通常のものより耐震性を強化して建設される

岸壁をいう。 

 

W キャブトラック     

キャブとはトラックのヘッド部分のことであり、座席シートが 2 列になってい

るトラック。後部座席側にもドアが付いていることが多く、ほとんどが 4 ドアタ

イプとなっている。 

 

【ち】 

  中部圏水素・アンモニア社会実装推進会議 

    2050 年のカーボンニュートラル達成に向け、中部圏において大規模水素サプラ

イチェーンの社会実装を地元自治体や経済団体等が一体となって実施するため、中

部圏大規模水素サプライチェーン社会実装推進会議が令和 4（2022）年 2 月に設

立されたが、今後は、水素に加えアンモニアについても、カーボンニュートラルに

貢献するエネルギーとして推進するため、中部圏水素・アンモニア社会実装推進会

議に改称。〔改称：令和 4（2022）年 10 月〕 
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【と】 

  トップリフター 

    コンテナを吊り上げるスプレッダー（吊り具）を装備したフォークリフト。２０

フィートコンテナ以上の積み降ろしや、鉄道ターミナル、港湾のコンテナ取扱い事

業所内でコンテナを移動させるのに使用される荷役車両。 

 

  トラクターヘッド（トレーラーヘッド） 

    ボディ部分がついておらず、後ろにトレーラーと呼ばれる箱の形をした非自走式

の車両を着けて、荷物の運搬を行うための牽引車。 

 

【に】 

  荷さばき地 

    船舶から荷揚げした貨物の荷さばきを行ったり、一時的な仮置きのために使う場所。 

   

荷役 

    船舶への貨物の積込み又は船舶からの貨物の取り卸しをする行為。 

    石炭等のバルク貨物やコンテナは専用の荷役機械を使用し、完成自動車は自走で

積卸しを行うなど、貨物によってさまざまな荷役方法がある。 

 

【は】 

  バース 

    船舶を係留できる施設を施した所定の停泊場所。一般的には「船席」と称されている。 

 

  バージ 

    港内，内海，河川などで貨物を運搬する小型船の総称として用いられる。 

 

バイオマス発電 

    動植物等から生まれた生物資源から作る燃料を用いた発電。 

    燃料は、ペレット等の固体燃料、バイオエタノールや BDF（バイオディーゼル燃

料）等の液体燃料、そして気体燃料とさまざまなものがある。 

 

  背後地 

    その港湾で取り扱う貨物の大部分の発生源、到着地となっている地域のこと。 

 

  泊地 

    船舶が安全に停泊し、円滑な操船及び荷役をするための水域のこと。 
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  バキュームカー 

    トラックの荷台の代わりに大きなタンクと真空ポンプ、吸引ホースを装備し、液

状の汚物等を吸引ホースで吸い上げて、タンクの中に貯め込み、運搬する自動車。 

 

バックホウ 

先端に土などを掘削するバケットが付いた重機。 

 

  バルク貨物 

    穀物、鉄鉱石、石炭、油類、木材等のように、包装されずにそのまま船積みされ

る貨物。    

 

【ひ】 

  干潟 

    1 日に 2 回、干出と水没を繰り返す平らな砂泥地のこと。 

    干潟は、波浪の影響を受けにくい穏やかな入り江や湾内で、砂泥を供給する河川

が流入する場所に多く発達する。 

    地形的な特色により、河川の放流路の両側に形成され、砂浜の前面に位置する「前

浜干潟」、河川の河口部に形成される「河口干潟」、河口や海から湾状に入り込んだ

湖沼の岸に沿って形成される「潟湖干潟（かたこひがた）」に分類される。 

 

  ひき船 

    大型の船舶等の離着岸を支援するため、高出力エンジンを積んだ小型の船舶（タ

グボート）。 

 

【ふ】 

  ブルーカーボン 

    平成 21（2009）年 10 月に国連環境計画（UNEP）の報告書において、藻場・

浅場等の海洋生態系に取り込まれた（captured）炭素が「ブルーカーボン」と命名

され、吸収源対策の新しい選択肢として提示された。 

    ブルーカーボンを隔離・貯留する海洋生態系として、海草藻場、海藻藻場、湿地・

干潟、マングローブ林が挙げられ、これらは「ブルーカーボン生態系」と呼ばれる。 

 

  ブルドーザー 

    クローラで移動するトラクターの前にブレード（排土板）やショベルなどを装備

した、土砂のかきおこしや盛土、整地に用いる重機。 

 

  フォークリフト 

車体前方にある 2 本のツメ（フォーク）で荷物を運ぶ荷役車両。 
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【へ】 

  ベルトコンベア 

長いベルトが回転することで物体を一定方向へ一定のスピードで運搬する搬送装

置（コンベア）のことを指す。 

 

【ほ】 

  ホイールローダ 

ゴムタイヤを装着した車輪を駆動し、車体前部に装備されているバケットを使用し

て重量物の運搬・積み込みなどを行う車両。 

 

【み】 

  三重県地球温暖化対策総合計画 

2050 年までに三重県域からの温室効果ガスの排出実質ゼロとする脱炭素社会を

目指して、三重県が令和３（2021）年３月に策定した計画。三重県では、本計画に

おいて、2030 年度における三重県の温室効果ガス排出量を 2013 年度比で 

30％削減するという目標を掲げ、その実現に向けた取組を進めた。 

その後、世界的な脱炭素への取組が加速するなか、国は「地球温暖化対策の推進に

関する法律」を改正するとともに、令和３（2021）年 10 月に「地球温暖化対策

計画」を改定し、新たな削減目標を示した。こうした動向をふまえ、令和５（2023）

年３月に改定された。 

 

【め】 

  メタネーション 

    水素と二酸化炭素（以下、CO2）から天然ガスの主成分であるメタンを合成する

技術。メタン合成時に CO2を原料にするため、国は同技術を「カーボンリサイクル

（CO2 の再利用）」の有望な技術の一つとして位置付けており、令和 12（2030）

年以降における脱炭素社会実現の柱の一つとしている。 

 

【も】 

  モーダルシフト 

    トラックによる貨物輸送を船又は鉄道に切り換えようとする国土交通省の物流政

策。トラックドライバーの人手不足や過度のトラック輸送がもたらす交通渋滞、大

気汚染を解消するため、特に大量一括輸送が可能となる幹線輸送部分を内航海運や

JR貨物による輸送に転換すること。 
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  物揚場 

    小型船や、はしけを対象として設けられた水深が－4.5m 未満の係留施設。 

     

  藻場 

    海藻が茂る場所。 

 

【よ】 

四日市港管理組合地球温暖化対策実行計画 

     四日市港管理組合の諸活動により排出される温室効果ガスの削減を図るため、

「地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号）」第 21 条の規

定に基づき策定した実行計画。 

    平成 15（2003）年３月に第１次実行計画を策定し、以降、５年毎に実行計画を

改定し、管理組合の事務・事業に関して排出される温室効果ガスの量の削減に取り

組んできた。令和５（2023）年３月には、令和 12（2030）年度を目標年度とし

た「四日市港管理組合地球温暖化対策実行計画（第５次）」を策定。 

 

  四日市港 CNP 形成計画 

    CNP 形成計画は、各港湾において発生している温室効果ガスの現状及び削減目

標、その目標を実現するために講じるべき取組、水素・燃料アンモニア等の供給計

画等をとりまとめたもの。策定主体は、港湾管理者である四日市港管理組合。 

    国が公表した策定マニュアルに沿って、基本的な事項（CNP 形成に向けた方針、

計画期間、目標年次、対象範囲、計画策定及び推進体制、進捗管理）、温室効果ガス

排出量の推計・削減目標・削減計画、水素・燃料アンモニア等需要ポテンシャル推

計・供給計画、港湾・産業立地競争力の強化に向けた方策、ロードマップ等を記載。 

 

  四日市コンビナートカーボンニュートラル化推進委員会 

    令和４（2022）年３月に設置した、「四日市コンビナートのカーボンニュートラ

ル化に向けた検討委員会」（以下「CN検討委員会」という。）において、2030 年・

2050 年の四日市コンビナートが目指す将来像について検討が行われ、令和５

（2023）年３月に 2030 年・2050 年の四日市コンビナートが目指す将来像であ

るグランドデザインや実現に向けたロードマップ等が公表された。 

    この「CN 検討委員会」の検討結果を踏まえて、カーボンニュートラル社会に貢

献するコンビナートを実現するためには、企業間の連携によるプロジェクト創出や

企業と行政が連携した実証実験などの新たな取組を推進する必要があるとして、令

和５（2023）年７月に設置された委員会。 
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  四日市市環境計画 

「四日市市環境基本条例」の基本理念に則り、「快適環境都市宣言」の理念を継承

することはもとより、特に「四日市市総合計画」における構想や計画を環境面から実

現するための四日市市環境政策のマスタープラン。 

令和３（2021）年の計画策定後、我が国を含め、温室効果ガス排出量の削減目標の上方

修正、カーボンニュートラル社会を目指すなど、世界の潮流として加速する地球温暖化対策

の動きに対応するため、四日市市地球温暖化対策実行計画を中心に、令和５（2023）年7

月に改定。 

 

【り】 

陸上電力供給設備 

    停泊中の船に陸から電力を供給する設備。停泊中の船舶は従来、船内のディーゼ

ル発電機を稼働して必要な電力を賄っていたが、陸上電力供給設備から受電できれ

ば停泊中は船舶のエンジンを停止でき、二酸化炭素（ＣＯ２）排出抑制にもつなが

る。 

 

  リクレーマ 

貯蔵ヤードに積み付けられた鉱石、石炭などのばら物を連続的に払い出し次工程に

送り出すための機械。 

 

  臨港地区 

    物流の場、生産の場、憩いの場といった、港湾が担っている多様な役割を果たす

ために、水域と一体的に管理運営する必要がある水際線背後の陸域で、「港湾法（昭

和 25 年法律第 218 号）」等に基づいて指定された地区。 

 

  臨港道路 

    港湾の地帯において交通を確保し、主要道路と連絡して貨物、車両の移動の円滑

化を図るための臨港交通施設。 

    なお、臨港道路は、「道路法（昭和27年法律第180号）」上の道路には該当しない。 



四日市港港湾脱炭素化推進計画（変更案）
【概要版】

令和６年３月
（令和７年３月変更）

四日市港管理組合（四日市港港湾管理者）



１．基本的な方針

1

（１）港湾の概要

四日市港は明治32年(1899年）８月、伊勢湾で最初に開港場として指定され、羊毛や綿花の輸入で栄えた。
昭和34（1959）年に日本で最初の石油化学コンビナートが立地されると、本港の臨海部において、石油化学

を中心とした工業集積が進み、昭和40年代からはコンテナ貨物の取り扱いを開始し、現在では三重県を中心と
した中部圏及び近畿圏の一部を背後地域に抱える国際貿易港として発展してきた。

輸入
3,476万トン

移出
1,514万トン

移入
513万トン

四日市港統計年報（2021年）より作成

四日市港における貨物取扱内訳四日市港における総取扱貨物量の推移

単位（千トン）

四日市港の位置

四日市港統計年報（2021年）より作成

輸出
360万トン



１．基本的な方針

（３）取組方針

（２）計画の対象範囲

四日市港港湾脱炭素化推進計画の対象範囲
は、ターミナル（コンテナターミナル、バル
クターミナル等）等の臨港地区及び港湾区域
における脱炭素化の取組だけでなく、ターミ
ナル等を経由して行われる物流活動（海上輸送、
トラック輸送、倉庫等）に係る取組、港湾を
利用して生産・発電等を行う事業者（発電、
化学工業等）の活動に係る取組や、ブルーカー
ボン生態系等を活用した吸収源対策の取組等と
する。

①温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全
及び強化に関する取組

・港湾オペレーションの脱炭素化
管理棟・照明施設等のLED 化や設備更新、CO2フリー電源
の活用、太陽光発電設備の導入、荷役機械の低・脱炭素化、
陸上電力供給、出入り船舶の燃料転換、車両のEV化等の
取組・検討

・ＣＣＳ、メタネーションによる合成メタンの導入、
ブルーカーボンの造成、モーダルシフトの実施の構想など
の具体化の検討

②港湾・臨海部の脱炭素化に貢献する取組

・バイオマス発電やLNGバンカリング事業の継続

・火力発電所の発電効率の維持・向上、持続可能な
航空燃料であるＳＡＦの供給についての検討

・水素・アンモニア等の輸入・供給拠点の形成等に
向けた検討

・これらの検討結果を踏まえた新たな用地の確保に
ついての検討

四日市港港湾脱炭素化推進計画の対象範囲

2



２．港湾脱炭素化推進計画の目標

0

200

400

600

2013年度 2021年度 2030年度

目標

2050年

目標

万トン/年

648

603

376

42%削減

(272万トン)

100%削減

(648万トン)
47%削減

2030年度

目標

344

KPI

（重要達成度指標）

具体的な数値目標

短期（2025年度） 中期（2030年度） 長期（2050年）

KPI 1

CO2排出量
ー

約376万トン/年
（２０１３年度比42％削減）※ 実質ゼロトン

KPI 2

低・脱炭素型荷役機械
導入率

ー 55％ 100％

※さらに高みの47％削減（排出量：約344万トン）を目指す。

3

万トン/年

2013年度 2021年度 2030年度目標 2050年目標

42％削減
（272万トン）

47％削減
100％削減

（648万トン）

648
603

376 344

2030年度及び2050年CO2排出量削減目標



項目 (a)ターミナル内
(b)出入り

船舶・車両
(c)ターミナル外 合計

①：CO2排出量（2013年度） 約0.54万トン 約7.3万トン 約640万トン 約648万トン

②：CO2排出量（2021年度）※1 約0.57万トン※3 約8.1万トン※3 約595万トン 約603万トン

③：事業実施による削減量 ※2 約0.02万トン 0万トン 約7万トン 約7.02万トン

④：2013年度からの削減量
（①－②＋③）

約 -0.01万トン 約 -0.8万トン 約52万トン 約51.2万トン

⑤：削減率（④/①×100） -2％ -11％ 8％ 8％

JR富田浜駅

みえ川越ＩＣ

至 東名阪自動車道・新名神高速道路・東海環状自動車道

0 1,000 2,000m500

至

愛
知
県

四日市市役所

川越町役場

JR南四日市駅

近鉄塩浜駅

近鉄四日市駅 .

JR四日市駅

JR富田駅

近鉄富田駅

霞ヶ浦地区

川越地区 石原地区

塩浜地区四日市地区
至

津
市

富双地区

磯津地区

楠地区

四日市・いなばポートライン

○今後、脱炭素化の取組の具体化に応じ、港湾脱炭素化推進計画を見直し、港湾脱炭素化促
進事業へ追加していくことによって、目標に向けて削減率を高めていく。

３．港湾脱炭素化促進事業及びその実施主体

CO2 排出量の削減効果

①

「港湾・臨海部の脱炭素化に貢献する事業」は上表のCO2削減量には含まない。
※１ 2021年度までに実施済の港湾脱炭素化促進事業によるCO2削減効果を含む。
※２ 左表の2022年度以降の港湾脱炭素化促進事業のCO2削減量の合計（効果が未定のものを除く）。
※３ CO2排出量の推計は、取扱貨物量・入港隻数に依存しており、2013年度に比べそれぞれ増加している。

②

NO. 区分 施設の名称（事業名） 実施主体

温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化に関する事業

1

タ
ー
ミ
ナ
ル
内

荷役機械やひき船等への脱炭素化に資する燃料
の導入

四日市港管理組合、
四日市港埠頭(株)

2 照明のLED化

四日市港管理組合3 EV車の導入

4 小型風力・太陽光発電設備の導入

5 照明のLED化 四日市港国際物流センター(株)

6 太陽光発電設備の整備 霞北埠頭流通センター(株)

7 ガントリークレーン照明のLED化
名古屋四日市国際港湾(株)、
四日市コンテナターミナル(株)

8 ハイブリッド型RTGへの改造（エンジン交換）

日本トランスシティ（株）9 ハイブリッド型RTGの導入

10 荷役機械への水素アシスト技術の導入

11 ガソリン車→HV車の代替
中部海運(株)

12 照明のLED化

13 低燃費型ホイールローダの導入 伊勢湾倉庫(株)

14
インバータ方式（電力回生付き）のガントリー
クレーンの整備

四日市港管理組合

15
EV or FCフォークリフトの導入
HV or EV車の導入

中部海運（株）

16 EVフォークリフト・HV車の導入 三栄(株)

17 照明のLED化 中部コールセンター(株)

18 CO2フリー電気の導入 四日市港管理組合

19 EⅤフォークリフトの導入

伊勢湾倉庫(株)20 省エネ型空調機の導入

21 照明のLED化

22 太陽光発電設備の整備 中部海運(株)

23

出
入
り
船
舶
・
車
両

陸上電力供給施設の導入

四日市港管理組合

24 バイオ燃料対応船の導入

25 ESI認証船の入港料減免制度の導入

26
LNG燃料船・LNG燃料供給船への入港料減免制度
の導入

27 LNG/LPG燃料船の導入
日本郵船(株)

28 アンモニア燃料船の導入

29 アンモニア/メタノール燃料船の導入 Ocean Network Express

30 石油系燃料船でのバイオ燃料活用
日本郵船(株)

31 石油系燃料船での合成燃料活用

32
タ
ー
ミ
ナ
ル
外

LNGボイラーへの転換 三菱ケミカル（株）

33 照明のLED化 太平洋セメント（株）

34 構内照明のLED化
東邦ガス(株)四日市工場

35 設備更新等による省エネ化

36 ブルーカーボン（藻場）の造成
四日市港管理組合

37 モーダルシフトの導入

港湾・臨海部の脱炭素化に貢献する事業

38
出
入
り
船

舶
・
車
両

LNGバンカリング事業の運営
(LNG燃料船へのLNG燃料供給、LNGバンカリング
船の保有・管理)

セントラルＬＮＧマリンフューエル
(株)、
セントラルＬＮＧシッピング(株)

39 タ
ー
ミ
ナ
ル
外

バイオマス発電の運転 中部電力(株)

40 メタネーションによる合成メタンの導入・供給 東邦ガス(株)

41 発電熱効率の維持・向上 (株)ＪＥＲＡ

42 SAFの供給 昭和四日市石油(株)

43 その他 新たな事業を展開する用地の確保 四日市港管理組合

⑤

④

⑥
⑦
⑧

⑨

⑫

⑪
⑫

⑬

⑭ ⑮

③
㊴

⑮

⑮⑯
⑯

⑰

⑱

㉑

⑲

⑳㉒

㉓

㉞
㉟

㊳

㊷

4

㊸

㊸

四日市港を利用する船舶
㉔ ㉗ ㉘ ㉚ ㉛

※促進事業の実施位置が「四日市港内」、「未定」の場合等は地図中に記載していない。

㉜

㉙

㉝

⑩



４．港湾における脱炭素化の
促進に資する将来の構想

5

5．脱炭素化推進地区制度の活用等を見据えた
土地利用の方向性

臨港地区内の建築物の用途制限について、本計画の目標の達成に向け、商港区
に指定されている霞ヶ浦地区の一部において、脱炭素化推進地区を指定し、分区
指定の趣旨との両立を図りつつ、船舶、荷役機械、大型トラック等の脱炭素化に
資する燃料を供給するための環境整備や、脱炭素化に資する事業実施に向けた実
証試験を行う施設整備等を進めていく。

土地利用の方向性

脱炭素化推進地区指定予定

凡例

商港区

特殊物資港区

工業港区

漁港区

分区指定なし

脱炭素化推進地区

川越地区

朝明地区

富双地区

浜園地区

霞ヶ浦地区

四日市地区

石原地区

塩浜地区

磯津地区
楠地区

沖の島地区

天カ須賀地区

No. 区分 施設の名称（事業名） 実施主体

1

タ
ー
ミ
ナ
ル
内

太陽光発電設備の導入
港湾運営会社

2 コンテナヤード照明のLED化

3 低炭素型・脱炭素型荷役機械の導入
港湾運送事業者

4
水素エンジン型RTGへの改造
（エンジン交換）

5

出
入
り
船
舶
・
車
両

陸上電力供給設備の導入 港湾運営会社

6 メタノール燃料船の導入

船会社

7 アンモニア燃料供給船の導入

8 液化CO2輸送船の運航

9
浮体式アンモニア貯蔵再ガス化設備
搭載バージの導入

10
本船への陸電受電設備の搭載および
停泊時の利用

11 代替エネルギー船の導入

12
本船へのCCS装置（CO2回収・貯留）
の搭載

13

タ
ー
ミ
ナ
ル
外

ボイラーの燃料転換
反応炉の燃料転換

コンビナート
事業者

14 CCSの導入

15 Co-Processingの導入

16 CO2液化回収装置の導入

17
大型藻類によるCO2固定化
（ブルーカーボン）の導入

18 発電燃料の転換 発電所

19 水素・アンモニアの供給 未定

脱炭素化推進地区



港湾脱炭素化促進事業等の進捗状況

令和７年２月10日

四日市港管理組合



３-1．温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化に関する事業

1

期間 区分
事業
番号

施設の名称
（事業名）

実施主体 位置 規模 実施期間 事業の効果 備考

短
期

タ
ー
ミ
ナ
ル
内

1
荷役機械やひき船等へ
の脱炭素化に資する燃
料の導入

四日市港管理組合、
四日市港埠頭(株)

霞ヶ浦地区 ※ 2024年度以降 ※
※CT内の荷役機械、四日市
港管理組合の所有する船舶
等に導入を検討。

2 照明のLED化

四日市港管理組合

霞ヶ浦地区 １式
2018年度～
2024年度

CO2削減量
：約220トン/年

3 EV車の導入 四日市港内 ３台※
2019年度～
2023年度

CO2削減量
：約３トン/年
（1台で約1トン）

※2019年度１台
2021年度１台
2023年度１台

4
小型風力・太陽光発電
設備の導入

富双地区 １式 2021年度
CO2削減量
：約0.04トン/年

5 照明のLED化
四日市港国際物流
センター(株)

霞ヶ浦地区

敷地面積
34,064.77㎡
延床面積
56,599.91㎡

2018年度～
2020年度

CO2削減量
：約149トン/年※

※事業の効果はCO2削減量
の推計の最大値であり、照
明のLED化に起因しないも
のも含む。

6 太陽光発電設備の整備
霞北埠頭流通セン
ター(株)

霞ヶ浦地区北ふ頭
最大出力：1,250 
kw

2017年度
CO2削減量
：約1,200トン/年

7
ｶﾞﾝﾄﾘｰｸﾚｰﾝ照明のLED
化

名古屋四日市国際
港湾(株)、
四日市コンテナ
ターミナル(株)

W80、W26・W27ｺﾝ
ﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ

LED化
機械室：①N3号機
航空障害灯：②S1、
S2号機、③N3号
機
外部照明：④S3号
機 ２灯

2016年度～
2018年度

CO2削減量
：約1.1トン/年

8
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ型RTGへの改造
（ｴﾝｼﾞﾝ交換）

日本トランスシ
ティ(株)

霞ヶ浦地区北ふ頭
コンテナターミナル

１基 2013年度
CO2削減量
：約51.6トン/年

9 ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ型RTGの導入 １基 2020年度
CO2削減量
：約51.6トン/年

10
荷役機械への水素ｱｼｽﾄ
技術の導入

RTG：２基 2024年度

CO2排出量
：10％以上削減
エネルギー使用量
：10％以上削減

【計画P19～26】

表５ 港湾脱炭素化促進事業（温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化に関する事業）（１／５）



３-1．温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化に関する事業

2

期間 区分
事業
番号

施設の名称
（事業名）

実施主体 位置 規模 実施期間 事業の効果 備考

短
期

タ
ー
ミ
ナ
ル
内

11 ｶﾞｿﾘﾝ車→HV車の代替

中部海運(株)

四日市地区 社用車５台※ 2018年度以降※ 未定※

※リースアップのタイミン
グで切替を実施し、HV車等
の低燃費車の所有台数を増
やしている。事業の効果は
今後具体化する予定。

12 照明のLED化
四日市地区、
霞ヶ浦地区

１式（事務所・倉
庫）

2020年度～
2021年度

ー※

※同時期に消費電力の大き
い機器の導入等も実施して
おり、照明のLED化のみに
よる定量的なCO2削減効果
は推計困難。

13 低燃費型ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞの導入 伊勢湾倉庫(株) 霞ヶ浦地区 １台 2024年度 未定※
※事業の効果は今後具体化
する予定。

出
入
り
船
舶
・
車
両

14 陸上電力供給施設の導入

四日市港管理
組合

霞ヶ浦地区 １１施設 2018年度
CO2削減量
：約323トン/年

15 バイオ燃料対応船の導入

四日市港内

ひき船１隻 2025年度 未定

16
ESI認証船の入港料減免制
度の導入

ー 2024年度 ー

17
LNG燃料船・LNG燃料供
給船への入港料減免制度
の導入

ー 2019年度

入港実績
LNG燃料供給船：
2021年度 ８回
2022年度 １８回
2023年度 ２８回
LNG燃料船：
2020年度 ４５回
2021年度１１９回
2022年度１０２回
2022年度１０２回
2023年度１０７回

タ
ー
ミ
ナ
ル
外

18 LNGボイラーへの転換
三菱ケミカル
(株)

塩浜地区 ボイラー２１基 2025年度
CO2削減量
：約70,000トン/年

【計画P19～26】

表５ 港湾脱炭素化促進事業（温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化に関する事業）（２／５）



３-1．温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化に関する事業

3

期間 区分
事業
番号

施設の名称（事業名） 実施主体 位置 規模 実施期間 事業の効果 備考

中
期

タ
ー
ミ
ナ
ル
内

19
ｲﾝﾊﾞｰﾀ方式（電力回生付
き）のｶﾞﾝﾄﾘｰｸﾚｰﾝの整備

四日市港管理組合霞ヶ浦地区
①W80 １基
②W81 ２基

2016年度～
2030年度

１基あたりのCO2削減量
：約10トン/年※

※ヒアリングを基に回生
エネルギーによる発電量
からCO２削減量として
推計。

20

EV or FCﾌｫｰｸﾘﾌﾄの導入
HV or EV車の導入

中部海運（株）

四日市地区
対象フォークリフ
ト３台
対象社用車14台

2024年度～
2030年度

未定※

※性能やコスト面、EV充
電スタンドの整備状況等
を検討し、買替が必要に
なったタイミングで導入
予定。
事業の効果は今後具体化
する予定。

21 霞ヶ浦地区
対象フォークリフ
ト９台
対象社用車６台

22 塩浜地区
対象フォークリフ
ト２台
対象社用車１台

23
EVﾌｫｰｸﾘﾌﾄ・HV車の導
入

三栄(株)
四日市地区
霞ヶ浦地区

３０台
2023年度～
2030年度

未定※
※事業の効果は今後具
体化する予定。

24 照明のLED化
中部コールセン
ター(株)

霞ヶ浦地区 １式 ～2030年度 未定※
※事業の効果は今後具
体化する予定。

出
入
り
船
舶
・
車
両

25 LNG/LPG燃料船の導入

日本郵船(株) 四日市港ほか

（現時点での）
2030年までの建造
予定
：LNG燃料船35隻
/LPG燃料船８隻

2020年度～
2030年度

CO2削減量
：約30%削減

LNG燃料船20隻/LPG燃
料船５隻が就航済み。

26 アンモニア燃料船の導入

2026年頃に就航予
定。現時点で2030
年までに３隻竣工
予定。
2030年代半ば以降、
本格導入

2026年度以降
2050年までに排出量ネッ
トゼロ

ｸﾞﾘｰﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ基金事業
として、アンモニア焚き
タグボートを2024年８月
横浜港にて就航。
また、同事業で、アンモ
ニア焚きアンモニア輸送
船（2026年就航予定）を
開発中

【計画P19～26】

表５ 港湾脱炭素化促進事業（温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化に関する事業）（３／５）



３-1．温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化に関する事業

4

期間 区分
事業
番号

施設の名称（事業名） 実施主体 位置 規模 実施期間 事業の効果 備考

中
期

出
入
り
船
舶
・
車
両

27
アンモニア/メタノール
燃料船の導入

Ocean Network 
Express

四日市港ほか

2025年～2026年
：アンモニア/メタ
ノールReady船を
20隻竣工予定

2025年度～
2050年までに排出量ネッ
トゼロ

タ
ー
ミ
ナ
ル
外

28 照明のLED化
太平洋セメント
(株)

四日市地区
敷地内一式
(工場・事務所等)

2023年度～
2026年度

ー※
※照明のLED化のみによ
る定量的なCO2削減効果
は推計困難。

長
期

タ
ー
ミ
ナ
ル
内

29 CO２フリー電気の導入 四日市港管理組合 四日市港内 １式 未定 未定

30 EⅤﾌｫｰｸﾘﾌﾄの導入

伊勢湾倉庫(株)

霞ヶ浦地区

２台 未定※ 未定※

※買い替えが必要になっ
た状況で検討する。
事業の効果は今後具体化
する予定。

31 省エネ型空調機の導入 １台 未定※ 未定※

※買い替えが必要になっ
た状況で検討する。
事業の効果は今後具体化
する予定。

32 照明のLED化 四日市地区 未定※ 未定※ 未定※ ※今後具体化する予定。

33 太陽光発電設備の整備 中部海運(株)
四日市地区
霞ヶ浦地区

未定※ 未定※ 未定※ ※今後具体化する予定。

【計画P19～26】

表５ 港湾脱炭素化促進事業（温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化に関する事業）（４／５）



３-1．温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化に関する事業

5

期間 区分
事業
番号

施設の名称
（事業名）

実施主体 位置 規模 実施期間 事業の効果 備考

長
期

出
入
り
船
舶
・
車
両

34
石油系燃料船での
バイオ燃料活用

日本郵船(株) 四日市港ほか

2019年代～：
バイオ燃料の活用

2020年度～
2040年度

2050年までに排出量ネッ
トゼロ

35
石油系燃料船での
合成燃料活用

2040年代～：
合成燃料の活用

2040年度以降
2050年までに排出量ネッ
トゼロ

タ
ー
ミ
ナ
ル
外

36 構内照明のLED化

東邦ガス(株)四日
市工場

霞ヶ浦地区

未定※
2024年度～
2032年度

未定※
※2024年度以降に実施予
定。規模、事業の効果は
今後具体化する予定。

37
設備更新等による
省エネ化

未定※
2024年度～
2033年度

未定※

※2024年度以降に実施予
定。具体的な内容及び効
果については今後具体化
する予定。

38
ブルーカーボン
（藻場）の造成

四日市港管理組合四日市港内

未定※ 未定※ 未定※

※実施場所や、適する藻
類、実施期間、効果など
を検討するため、実証試
験等に取り組んでいる。

39 モーダルシフトの導入 未定※ 未定※ 未定※
※荷主企業や船会社等の
協力を得ながら検討を進
める。

【計画P19～26】
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３-2．港湾・臨海部の脱炭素化に貢献する事業

期間 区分
事業
番号

施設の名称（事業名） 実施主体 位置 規模 実施期間 事業の効果 備考

短
期

出
入
り
船
舶
・
車
両

40

LNGバンカリング事業の運営
(LNG燃料船へのLNG燃料供
給、LNGバンカリング船の保
有・管理)

セントラルLNGマリン
フューエル(株)

セントラルLNGシッピング
(株)

伊勢・
三河湾

LNG燃料供
給船 1隻

2020年度
以降

LNG供給量：
3,500㎥/隻/回

タ
ー
ミ
ナ
ル
外

41 バイオマス発電の運転 中部電力(株)
四日市地
区

１基
(49,000kW)

2020年度
以降

CO2削減量
約15万トン/年

CO2削減量は、四日市バイオマスの
利用率および代替する電気の電源
構成により、増減する。

長
期

タ
ー
ミ
ナ
ル
外

42
メタネーションによる合成メ
タンの導入・供給

東邦ガス(株)
四日市港
内

未定※
2030年度
以降

未定※

※2030年度に都市ガスの１％以上
の導入を目指して具体的な案件を
検討中。
規模・効果等は今後具体化する予
定。

43 発電熱効率の維持・向上 (株)JERA ※ 未定※ 未定※ 未定※

※火力発電所は電力の安定供給の
ための負荷調整の役割を担うこと
から、発電所単位での定量的な目
標は立てていない。

44 SAFの供給 昭和四日市石油(株) 塩浜地区 未定※ 未定※ 未定※
※出光グループとしてSAF供給方針
であり、グループ全体の課題等か
ら実施場所を検討中。

そ
の
他

45
新たな事業を展開する用地の
確保

四日市港管理組合
霞ヶ浦地区
沖合、
石原地区

未定※ 未定※ 未定※
※事業実施のため用地不足の解消に
むけ、長期構想策定、港湾計画の改
訂に合わせ、用地確保を検討する。

6
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６－１.港湾における脱炭素化の促進に資する将来の構想

7

期間 区分 施設の名称（事業名） 実施主体 位置 規模 実施期間 事業の効果 備考

短
・
中
期

タ
ー
ミ
ナ
ル
内

太陽光発電設備の導入

港湾運営
会社

コンテナ
ターミナル

未定 2027年度以降 未定

コンテナヤード照明のLED
化

未定 未定 未定

出
入
り
船
舶
・
車
両

陸上電力供給設備の導入
港湾運営
会社

W81 未定 2027年度以降 未定

メタノール燃料船の導入
※１

船会社
四日市港内
※２

（現時点での）
2030年までの
建造予定：3隻

2023年度以降 未定
※１ アンモニア燃料化が困難な小型船の脱
炭素化。
※２ 四日市港を利用する船舶に導入。

【計画P31～34】表８ 港湾における脱炭素化の促進に資する将来の構想（１／３）



期間 区分 施設の名称（事業名） 実施主体 位置 規模 実施期間 事業の効果 備考

長
期

タ
ー
ミ
ナ
ル
内

低炭素型・脱炭素型荷役機械の導入
港湾運送事
業者

四日市港内 未定※ 未定※ 未定※
※リプレース時期や技
術進展の状況によって
導入を検討していく。

水素ｴﾝｼﾞﾝ型RTGへの改造
（ｴﾝｼﾞﾝ交換）

霞ヶ浦北ふ頭
コンテナター
ミナル

未定※ 未定※ 未定※
※今後の買替などの際
に導入を検討していく。

出
入
り
船
舶
・
車
両

アンモニア燃料供給船の導入

船会社

四日市港内※未定 未定 未定
※四日市港を利用する
船舶に導入。

液化CO2輸送船の運航

浮体式アンモニア貯蔵再ガス化設備
搭載バージの導入

未定※ 未定 未定 未定
※研究開発段階で、具
体的な導入港について
は未定。

本船への陸電受電設備の搭載および
停泊時の利用

未定※ 未定※ 未定※
2050年まで
に排出量ネッ
トゼロ

※構想段階であり、位
置、規模、実施期間等
は検討中。

未定※ 未定※ 未定※
2050年まで
に排出量ネッ
トゼロ

※構想段階であり、位
置、規模、実施期間等
は検討中。

代替エネルギー船の導入

本船へのCCS装置（CO2回収・貯
留）の搭載

未定※ 未定※ 未定※
2050年まで
に排出量ネッ
トゼロ

※構想段階であり、位
置、規模、実施期間等
は検討中。

タ
ー
ミ
ナ
ル
外

ボイラーの燃料転換
反応炉の燃料転換

コンビナー
ト事業者

四日市港内

未定※ 未定※ 未定※
※構想段階であり、実
現可能性、経済性等を
検討中。

CCSの導入 未定※ 未定※ 未定※
※構想段階であり、規
模、実施期間、効果等
は検討中。

8

６－１.港湾における脱炭素化の促進に資する将来の構想

【計画P31～34】表８ 港湾における脱炭素化の促進に資する将来の構想（２／３）



期間 区分 施設の名称（事業名） 実施主体 位置 規模 実施期間 事業の効果 備考

長
期

タ
ー
ミ
ナ
ル
外

Co-Processingの導入

コンビナート事
業者

四日市港内

未定※ 未定※ 未定※
※構想段階であり、規模、実施期間、
効果等は検討中。

CO2液化回収装置の導入 未定※ 未定※ 未定※
※構想段階であり、規模、実施期間、
効果等は検討中。

大型藻類によるCO2固定化
（ブルーカーボン）の導入

未定※ 未定※ 未定※
※構想段階であり、規模、実施期間、
効果等は検討中。

発電燃料の転換 発電所 未定※ 未定※ 未定※ 未定※

※全社としてアンモニア又は水素へ
の燃料転換に向けた取り組みを進め
ており、技術課題の解決や経済性の
確保が達成された場合に、他の発電
所の状況も勘案してアンモニア又は
水素の導入について検討する。

水素・アンモニアの供給 未定※ 四日市港内 未定※ 未定※ 未定※ ※官民が連携して検討を進めていく。
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６－１.港湾における脱炭素化の促進に資する将来の構想

【計画P31～34】表８ 港湾における脱炭素化の促進に資する将来の構想（３／３）



四日市港管理組合の取組概要

令和７年２月10日

四日市港管理組合



• 臨港地区内の分区における構築物の規制条例を改正（令和６年11月８日告示）後、四日市港港湾審
議会（令和6年12月3日開催）での審議等を経て、霞ヶ浦地区のコンテナターミナル付近の商港区の
一部を脱炭素化推進地区に指定（令和６年12月11日告示）しました。

• 危険物置場等の建設ができなかった商港区においても、脱炭素化推進地区の区域内に限り、四日市
港港湾脱炭素化推進計画の目標の達成に資する施設（危険物置場含む）の建設が可能となりました。

1
【参考】商港区 …旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域

特殊物資港区…石炭、鉱石その他大量ばら積みを通例とする物資を取り扱わせることを目的とする区域
工業港区 …工場その他工業用施設を設置させることを目的とする区域

【全国初】脱炭素化推進地区の指定



令和６年度バイオディーゼル燃料実証実験①

 植物由来の食用油や使用済みの廃食用油等をメチルエステル化処理や水素化処理などして製造し、
性状が軽油に類似しているもの

メチルエステル化処理によって製造されたもの：ＦＡＭＥ
水素化処理によって製造されたもの ：ＨＶＯ

 植物が成長過程で光合成により大気中から二酸化炭素を吸収していることから、燃料使用時の二酸
化炭素排出量は相殺されるため、カーボンニュートラルな燃料として注目

脱炭素化に資する燃料である「バイオディーゼル燃料」

荷役機械やひき船等への脱炭素化に資する燃料の導入を検討

コンテナターミナルの荷役機械と四日市港管理組合所有のひき船を対象に実証実験実施

四日市港港湾脱炭素化推進計画

2

効果・メリット

 港湾オペレーションの脱炭素化に寄与

 サプライチェーン全体の脱炭素化に取り組む荷主や船社が増えている中、港湾の競争力強化
につながる

※ 荷主等のニーズに対応するため、国土交通省にて、港湾のターミナルにおける脱炭素化の取組を客観的
に評価する認証制度の創設に向けた検討が行われており、同制度の評価対象となることが期待

 軽油・重油の代替として既存のディーゼルエンジンをそのまま又は小規模な改造を行うこと
で使用可能なドロップイン燃料であり、既存の荷役機械やひき船等への導入が可能 等

※三重県が実施する「令和６年度カーボンニュートラルコンビナート（ＣＮＫ）推進のための調査・実証事業」を活用



検 証 項 目

スケジュール

R６（2024）年度 R７ (2025)年
4月～４月～１２月 １月 ２月 ３月

実証
本格運用に向け引き続き検討

ひき船（ちとせ丸）

税法上の課題確認 等
実証対象・使用燃料の選定 効果検証

課題確認 等

トップリフター（コンテナの積み降ろしの荷役機械）

効
果

CO2排出削減効果 ・一定稼働時間における設備のCO2排出量に対し、実証前後で差を取ることによって算定

仕事効率 ・バイオディーゼル燃料を使用した際の仕事効率を算出

訴求効果 ・CO2排出削減効果を基に、取引先等への訴求効果を整理

課
題

法的課題
・法的な側面からの課題や期待される施策（行政支援、規制緩和等）を整理
・軽油引取税に係る税法上の課題を認識

技術的課題 ・バイオディーゼル燃料の使用による操作感・動作・動作音等の差異や設備トラブルの有無について確認

燃料供給上（運用上）
の課題

・サプライヤーの製造・供給能力、保管期間・保管方法・運搬方法など、数量確保・拡大に向けた
課題と対応を整理

経済性の課題 ・既存燃料との価格差やその要因を解析し、求められる対応を明確化

給油の様子

3

●対象機械：トップリフター（日本トランスシティ㈱所有）
●使用燃料：２０％混合油 ２００L

（バイオディーゼル燃料（HVO）４０L＋軽油１６０L）

●対象機械：ひき船（ちとせ丸）（四日市港管理組合所有）
●使用燃料：１％混合油 ２０KL

（バイオディーゼル燃料（FAME）２００L＋Ａ重油１９.８KL）

令和６年度バイオディーゼル燃料実証実験②

給油の様子

ひき船(ちとせ丸)燃料供給船

１月16日実証開始 １月28日実証開始



やく

令和６年度バイオディーゼル燃料実証実験③

【トップリフター】バイオ燃料活用の効果（速報）

実証結果（速報）

効
果

CO2排出

削減効果

訴求効果

概要・検証方法

本実証におけるバイオ燃料の

使用により、削減される実質的

なCO2排出量を算定

バイオ燃料を使用することによる

事業者のメリットを整理

実証事業者へのアンケートで

確認

仕事効率

（燃費）

バイオ燃料を使用した際の

燃費（単位燃料量当たりの

仕事量）変化の有無を確認

ハンドリング回数（右図）を

仕事量の指標として採用し

燃料使用量で除して仕事

効率を算出

今回の実証で、約105kg（20％混合油200Lを全て燃焼した場合の概算値）の

CO2排出量を削減

最も稼働率の高いトップリフターで、約２kL/月の給油実績があるため、仮にこれを

全て20％混合油に置き換えた場合、1台当たりで約12.6t/年のCO2排出削減を

見込む

検証中

ハンドリング回数

（上げ下ろし回数）

≒運搬コンテナ数

 CO2排出削減の観点から見れば削減が見込まれるため、企業・港としての

対外的なアピールによる企業価値の向上

 原油枯渇や原油価格高騰などを考慮した長期的なリスク対応

CO2排出量 燃料使用量 燃料比率 燃料ごとの排出原単位

４



令和６年度バイオディーゼル燃料実証実験④

【トップリフター】効果検証で見えてきた課題（速報）

実証結果（速報）

課
題

技術的

課題

運用上の

課題

概要・検証方法

バイオ燃料に起因するトラブル

や使用感変化の有無を整理

実証事業者へのアンケートで

確認

物流や実運用面における障壁

の有無を整理

実証事業者、燃料サプライヤー

へのアンケートで確認

法的課題

バイオ燃料の調達や使用に

関する法的課題を整理

実証事業者、燃料サプライヤー

へのアンケートで確認

バイオ燃料に起因するトラブルや使用感の変化は無く、現状エンジン動作等の

技術課題は無いと想定

経済性

（コスト）

バイオ燃料の調達、使用で、

通常の燃料比でコスト増となる

要素を整理

実証事業者、燃料サプライヤー

へのアンケートで確認

燃料価格

生産性への影響

設備投資

作業負荷

リードタイム

メーカー保証

→ローリー車等で輸送・給油することにより解消の可能性有り

 ドラム缶から給油したため、通常の給油と比較して手間・時間を要する

 発注～納入までのリードタイムが長い（納期にフレキシビリティが無い）

 バイオ燃料使用による故障に対応したメーカー保証が充実していない

→今後の利用拡大に伴うサプライチェーンの確立により解消の可能性有り

 軽油と比較して価格が高い

 重機への給油時間が掛かるため生産性が低下し、コスト増となる可能性

 継続的に使用する場合、給油設備・装置などの導入が必要となる可能性

→ローリー車等で輸送・給油することにより解消の可能性有り

→今後の利用拡大に伴うサプライチェーンの確立により解消の可能性有り

（

５

軽油引取税法上、バイオ燃料を免税軽油※として取扱うことができることについて

明確な定めがないため、県税事務所等との調整に時間を要する

※原則、コンテナターミナル内の荷役機械に使用される軽油には、軽油引取税が課税されない



四日市港におけるブルーカーボンの取組

京都大学と三重大学を中心とした研究プロジェクトチーム
は、CO₂を吸収した大型藻類を原料として生分解性プラス
チックやSAF（持続可能な航空燃料）等の有用物質を生産す
る「バイオリファイナリー」の研究を進めており、令和５年11
月28日に四日市港で大型藻類の養殖実験を開始しました。
今年度も昨年に引き続き、再度、ワカメやホンダワラなど
の藻類の養殖実験を実施する予定です。

四日市港管理組合では、昨年度に引き続き実証実験に取
り組んでおり、今年度は、適する藻類を検討するため、東防
波堤壁で昨年度のワカメに加えてアカモクの種苗ロープを、
また、既設のコンクリート構造物の活用を検討するため、石
原埋立地周辺にある消波ブロックを活用しワカメの種苗ロー
プを、それぞれ12月に設置し小規模実証実験を開始しまし
た。

バイオリファイナリーの取組東防波堤・石原地区における藻類の実証実験

養殖する藻類
（ラボで選抜した藻種）

養殖実験の様子

アカモクの種苗を付けたロープを防波堤壁に設置

アカモクの種苗

実験地点①

ワカメの種糸を付けたロープを消波ブロックに設置

実験地点②

ワカメの種糸

N

実験地点①

石原地区

実験地点②

塩浜地区

四日市地区

東防波堤

N
四日市地区

塩浜地区

石原地区

実験地点

N
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脱炭素化に向けた啓発活動（親子向け講座）「港の役割とSDGｓのつながりを知ろう！」開催概要

四日市市が実施する「令和６年度エコパートナー環境学習事業」の一環で、「港の役割とSDGｓのつな
がりを知ろう」をテーマに脱炭素化に向けた啓発活動（親子向け講座）を実施し、四日市港における脱炭
素化に向けた取組等を説明しました。

【日 時】令和６年１２月２１日（土）
１３：００～１５：３０

【会 場】四日市港ポートビル
【参加者】親 子（小学生）
【参加費】無 料

脱炭素化に向けた啓発活動（親子向け講座）の開催

7



【日 時】令和６年１０月２０日（日）
第１回 １１：１５～１２：００
第２回 １３：１５～１４：００

【会 場】四日市港四日市地区納屋防災緑地
【内 容】実験キットを用いて、燃料電池や水素発電

を体験し、水素・アンモニアについて学ぶ
①チラシを使用し、水素・アンモニアに

ついて説明
②小型の燃料電池カーを使用し、燃料電池の

仕組みを説明
③アンモニア実験映像を視聴
④ 水素ロケットを飛ばす体験を実施
⑤ えんぴつを使用し、燃料電池の実験を実施
⑥ 水素・アンモニアについておさらい

【参加者】各回小学生等20名と保護者
【参加費】無料

Yokkaichi BAURAミーティング 「水素エネルギーで遊ぼう」ワークショップ 開催概要

2050年のカーボンニュートラル達成に向け、新たなエネルギー資源として期待されている水素及びア
ンモニアの社会実装を実現するため、中部圏の自治体や民間企業、経済団体等で構成される「中部圏水
素・アンモニア社会実装推進会議」（以下、「推進会議」という。）に四日市港管理組合も参画し、水素
及びアンモニアのサプライチェーン構築や利活用の促進に向けた取組を推進しています。

推進会議による水素及びアンモニアの普及啓発事業として、令和６年１０月２０日（日）に小学生等を
対象としたワークショップを開催しました。

水素・アンモニアの普及啓発ワークショップの開催について水素・アンモニアの普及啓発ワークショップの開催

8



令和５年度 令和６年度 令和７年度

新たな四日市港長期構想策定

四日市港港湾計画改訂

• 「四日市港港湾脱炭素化推進計画」（R6.3作成）、新たな「四日市港長期構想」（R6.3策定）を踏まえ、
最速で令和７年秋頃の改訂を目指して作業を進めているところです。

四日市港
港湾脱炭素化推進計画作成

新たな長期構想

9

四日市港港湾計画の改訂について



※ ：主な港湾計画変更事項

新たな土地造成計画（霞ヶ浦地区沖合）
新たな廃棄物処理計画（霞ヶ浦地区沖合）

新たな臨港交通施設計画
（霞ヶ浦地区～石原・塩浜地区 等）

良好な景観を形成する区域（四日市地区）

新たな土地利用計画（石原地区）

小型船だまり計画の見直し
（霞ヶ浦地区～四日市地区）

10

検討中の主な改訂計画のイメージ（案）

• 新たな土地造成計画（霞ヶ浦地区沖合）
⇒ 脱炭素化を推進していくために必要となってくる用地をはじめとした新たな土地造成計画の検討

• 新たな土地利用計画（石原地区）
⇒ 脱炭素化を推進していくために必要となってくる用地をはじめとした新たな土地利用計画の検討

• 新たな廃棄物処理計画（霞ヶ浦地区沖合）
⇒ 安全・安心な物流機能を維持するための新たな海面処分用地の検討 等



 

   2024年4月23日 

株式会社みずほ銀行 

横浜市 

         

 

 

 

 

みずほ銀行と横浜市との間でカーボンニュートラルポートの形成を 

支援する金融フレームワークの検討に関する覚書を締結 

 

株式会社みずほ銀行（頭取：加藤 勝彦、以下「みずほ銀行」）と横浜市（市長：山中 竹春）

は、横浜港におけるカーボンニュートラルポート（以下「CNP」）の形成にあたり、このたび、

横浜市臨海部における企業・団体の脱炭素化に向けた活動に対し、新たな金融支援スキームの

創出に向けた共同検討を目的とする覚書を締結しました。 

 

 

1. 覚書の内容 

（１）横浜港における CNP 形成に向けた取組促進のための、サステナブルファイナンス等を活

用した金融フレームワークの検討 

（２）横浜市が今後策定する横浜港港湾脱炭素化推進計画に基づくサステナブルファイナン

ス・フレームワークの策定・運用・管理等に関する検討 

（３）金融フレームワークに関する官民関係者との連携・協力に関すること 

 

 

2. サステナブルファイナンス等を活用した金融フレームワークについて 

 横浜市が今後策定する「横浜港港湾脱炭素化推進計画」に基づき、事業者が設備投資を実施

する際の資金調達において「グリーン」「ブルー」「トランジション」のサステナブルファイナ

ンスを活用できる包括的な枠組み「（仮称）横浜港 CNP サステナブルファイナンスフレームワー

ク」を構築し、地域金融機関を中心とした本旨への賛同金融機関と共に提供することで、横浜

市臨海部における脱炭素化の取組の一助となることを目指します。なお、港湾脱炭素化推進計

画に基づいた金融フレームワークの検討は日本初の取り組みとなります。 

 

 

 

 

 

 

 



 

【本件のスキーム図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 港湾脱炭素化推進計画について 

我が国の運輸・産業分野の脱炭素化に必要な次世代エネルギーの活用を本格化させるため

には、産業が集積し海上物流の拠点である港湾におけるサプライチェーンの構築と利用促進

が必要であり、臨海部に集積する産業と連携し、港湾における官民関係者が一体となった、

CNP の取組を推進するための仕組みが必要とされました。 

そこで、国土交通省は令和 4 年に港湾法を改正し、港湾管理者(地方自治体)は、官民の連

携による港湾における脱炭素化の取組を定めた港湾脱炭素化推進計画を作成することができ

る仕組みを設けたものです。 

 

横浜市は 2050 年の脱炭素社会の実現を目指し、国、民間事業者等と連携しながら、CNP の形

成に取り組んでおり、本件はその取り組みを支援するものです。 

 

みずほ銀行は、脱炭素社会の実現に向け、グローバルなエネルギー供給の拠点かつ物流の結

節点となる港湾の役割が重要となり、港湾インフラの更新と革新が日本の競争力強化には不可

欠と考えています。本件を通じ、港湾の脱炭素化に繋がる産官金一体となった取り組みの促進

ならびに金融機関としての資金供給力の強化に向けた検討を進めていくことで、港湾部門、ひ

いては我が国における脱炭素社会実現に向けて挑戦していきます。 

以 上 

 

 

 



株 式 会 社 サ ン ヴ ィ レ ッ ジ

地域脱炭素化事業の取組について
Corporate Profile



会社概要

株式会社サンヴィレッジ会社名
代表取締役 三村 挑嗣代表者
2014年2月設立
栃木県足利市寺岡町351番地本社

栃木県足利市堀込町2656-7 ASKビル1-2北関東支店支店

大阪府大阪市淀川区宮原5丁目1-28 新大阪八千代ビル別館3階西日本支店
栃木県宇都宮市陽東4丁目9-14 ビジネスコートD棟宇都宮支店
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目135番地 Araiビル9階大宮支店
宮城県仙台市青葉区花京院1丁目4-47 ALLELL花京院7階仙台支店
愛知県名古屋市中村区名駅4丁目14-8 名駅あさひビル7階名古屋支店
兵庫県伊丹市中央1-4-4 塩井ビル2階伊丹支店
群馬県太田市内ケ島町946番地2 大槻商事ビル2階太田支店

100,000,000円資本金



拠点と対応エリア

岩手県、宮城県、福島県、新潟県東北電力管轄

岡山県、広島県、山口県中国電力管轄

滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県
兵庫県関西電力管轄

富山県、石川県、福井県北陸電力管轄

静岡県、⾧野県、岐阜県、愛知県、三重県中部電力管轄

栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県
千葉県、東京都、神奈川県、山梨県東京電力管轄

愛媛県、香川県、高知県、徳島県四国電力管轄
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アライアンス取組事例:丸紅新電力との資本業務提携

両社はこれまでも非FIT太陽光発電所由来の再エネ電力に関して協業して参りま
したが、日本国内における再エネ電力の更なる普及に向けて資本業務提携をす
ることによって、RE100に加盟する企業や自治体を始めとする需要家の再エネ
電力のニーズに応えて参ります。

＜サンヴィレッジ＞
2012年から高強度で安全安心な発電所をというポリシーのもと、地域との調和
と協調を大切にして、北関東を中心に太陽光発電所の開発、建設を手掛けて参
りました。また2019年からは業界の先駆者として非FIT太陽光発電所の開発に
も積極的に取り組んで参りました。

＜丸紅＞
中期経営戦略GC2024に則し、「グリーンのトップランナー」を目指しており、
本件を通じて脱炭素社会の実現・持続可能な社会の実現に貢献していきます。

＜丸紅新電力＞
再エネ電力の取扱高を2030年、500万ｋＷ程度を目標として段階的に増やしな
がら、再エネ電力を広くお客様へ供給していきます。

• 非FIT太陽光発電所の開発を通じた再エネの普及に向けて、
協業拡大を目的とした資本業務提携することを合意

• 丸紅新電力を割当先とする20億円の第三者割当増資を決定
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事業内容

再エネのトータルコーディネーターを目指す

EPC事業

発電事業

アグリゲーター
小売電気事業

オフサイト太陽光
自家消費太陽光
ソーラーシェアリング

地域脱炭素推進
オフサイトPPA
オンサイトPPA

再エネ電源集結モデル
非FIT、FIP活用
エネルギーの地産地消

系統用蓄電所
リパワリング

O&M、AM

フィジカルPPA
バーチャルPPA
ソーラーシェアリング

中小企業向け再エネ小売
系統用蓄電所

非FIT、FIPを活用したPPA事業を展開し、
フィジカル/バーチャルを問わず小売電気事
業者やその先の需要家の要望に合わせ電源を
開発する。

自社で発電BGを組成し、全国で電源開発
と卸供給、系統用蓄電池も視野に入れる。

地域型の電源開発に至っては地元
EPCとPPA事業でのJVや発電SPC
を組成することで、地産地消型の
電源を開発する
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地域脱炭素化関連事業のご紹介
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株式会社サンヴィレッジ 地域脱炭素の取組み

2023年3月8日
日本経済新聞から地域脱炭素や当社の取り組みについて、取材を受け、記事掲載されました。

オンライン記事URL:
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC07BQX0X00C23A3000000/
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関連企業 各地域でのエネルギー関連事業
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関連企業 かんとうYAWARAGIエネルギー 地産地消スキーム
地方銀行である群馬銀行関連企業、地域の優良企業様との協業
脱炭素化の取組み、エネルギーの地産地消、レジリエンス強化などを推進している。
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太陽光発電事業を手掛けるかんとうYAWARAGIエネルギー（栃木県足利市）は6日、群馬県伊勢崎市と脱炭素化に関す
る連携協定を結んだ。市有施設での太陽光発電設備導入や市内企業への再生可能エネルギー電力の供給などで協力する。
同社が自治体と連携協定を結ぶのは初めて。

両者は発電事業者が施設などに発電設備を設置し、利用者が料金を支払って電力を使う「オンサイトPPA（電力購入契
約）」について、同市の施設で取り組むことを目指す。再エネ導入における自治体向けの補助金の情報なども共有する。

かんとうYAWARAGIエネルギーの三村挑嗣社⾧は「我々の知見とノウハウを生かし官民一緒に地域の脱炭素化に取り
組みたい」と話した。伊勢崎市の臂泰雄市⾧は「再エネの地産地消を進めていく上で知恵を借りられれば」と語った。

日本経済新聞にかんとうYAWARAGI
エネルギーが掲載されました。

関連企業 かんとうYAWARAGIエネルギー 脱炭素自治体連携協定
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関連企業 金シャチエナジー株式会社 地域脱炭素事例
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関連企業 DGキャピタルグループの取組み
■自治体連携協定・派遣実績
鹿児島県知名町/和泊町 北海道安平町 三重県東員町
※地域活性化企業人、地域おこし協力隊を活用し地域へ人材派遣

■環境省/経産省補助事業実績
・脱炭素先行100地域 鹿児島県沖永良部島（知名町/和泊町）
・岩手県自立・分散型エネルギー供給システム構築計画策定等業務
・経産省地域マイクログリッド計画策定事業
・重点対策加速化事業
・地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事業

1-1計画づくり/1-2公共施設等再エネ

■地域エネルギー会社の組成
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再生可能エネルギーの調達方法は主に６パターン
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第４期 四日市市環境計画



四日市 港港湾脱炭素化推進協議会 御中

MUFGの取組ご紹介

2025年 2月

株式会社三菱UFJ銀行



MUFGのCNに向けた取り組み



MUFGトランジション白書の取り組み

トランジション白書2022

(2022年10月)

◼日本のエネルギー事情や、日本企業のＣＮへの取り組み、欧米と異なる環境下で取り
組みの背景に関するグローバルステークホルダーの認知度向上

◼地域特性による

国ごとのCNへの道すじ

の違い

トランジション白書2023

(2023年9月)

トランジション白書2024

(2024年9月)

Transition

Whitepaper 2024

2024

目
的

議
論
内
容

◼国ごとに推進される

CNへのアプローチと政

策構造の違い

◼欧・米・日本が直面する

CN技術の価格転嫁に

関する共通課題

-国際連携/オプショナリティ

日本のCN・GX技術の国際理解情勢のため、地政学的状況や日本企業の取り組みを発信



3

パートナーシップを通じて多様なCNソリューションを提供

－各パートナー企業と専門性を持ち寄り、お客さまの課題・ステージに応じたソリューションの提供
を実現

中堅企業向けSLLの開発・普及

◼サプライチェーン全体のGHG排出量可視化の推進
にインセンティブを付与するファイナンス/フレームワー
クを日本格付研究所と協働して策定

GＨＧ排出量可視化サービス

◼GHG排出量可視化クラウドサービス「Zeroboard」
を提供するゼロボード社と協業・サービス開始

サステナビリティ開示コンサルティングサービス

◼TCFDを含むサステナビリティ開示に対応した事業戦
略および実行計画の策定サービスを東京海上日
動火災保険と協働して開始

海外カーボンクレジットの日本市場への展開

◼ENGIE社（仏）が取り扱う海外のボランタリー
カーボンクレジットをご紹介

カーボン
オフセット

GHG
排出量の
見える化
支援

投融資・
ソリューション
その他

戦略
策定支援
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－イノベーションを研究開発・実証段階から支援し、カーボンニュートラルの実現に貢献

Feasibility Study・実証への支援

市場拡大商用段階実証段階研究開発

従来の注力領域
今後の注力領域

研究開発や実証等の初期段階から、
金融サービスを通じた新規事業支援の検討・実施

これまでの事業支援を通じて得た知見や経験を活かしながら

カーボンニュートラルに資する新技術・テーマに取り組む（例）

分散型電源 CCUS／
カーボンリサイクルサーキュラーエコノミー

再生可能エネルギーの
高効率化

水素サプライチェーン

デジタル技術によるエネルギー制御システムの開発

◼ 米国カリフォルニア州の水素ステーション事業者、
First Element Fuel, Inc. に対して水素ステーショ
ン建設資金を支援

◼ 同州は、水素を燃料とする燃料電池車が走る世界
最大の市場であり、低炭素燃料基準（Low 
Carbon Fuel Standard）を導入し、クレジットを取
得する仕組みで水素ビジネスの新規参入促進

◼ 本件は、水素関連事業に特化した融資として銀行
で初の取り組みで、融資後出資も実行

◼ 先駆的な取り組みを通じて、水素ビジネスに対する
知見の獲得を企図

将来のイノベーションの実現に向けた取り組み 米国水素ステーション建設資金支援・事業者向け出資
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ディスクレーマー

本プレゼンテーションにより、貴社と株式会社三菱UFJ銀行の間には何ら委任その他の契約関係が発生するものではなく、当行が一切法的な義務・責任を負うものではありません。

本資料は信頼できると考えられる各種データに基づいて作成されていますが、当行はその正確性、完全性を保証するものではありません。ここに示したすべての内容は、当行の現時点での

判断を示しているに過ぎません。また、本資料に関連して生じた一切の損害については、当行は責任を負いません。その他専門的知識に係る問題については、必ず貴社の弁護士、税理

士、公認会計士等の専門家にご相談の上ご確認下さい。

株式会社三菱UFJ銀行と三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱HCキャピタル株式会社、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社、

エムエスティ保険サービス株式会社、三菱UFJキャピタル株式会社は別法人です。本資料は三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱HCキャピタ

ル株式会社、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社、エムエスティ保険サービス株式会社、三菱UFJキャピタル株式会社が提供する商品・サービスについて説明するものではありませ

ん。また、株式会社三菱UFJ銀行の役職員は三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱HCキャピタル株式会社、三菱UFJリサーチ&コンサルティン

グ株式会社、エムエスティ保険サービス株式会社、三菱UFJキャピタル株式会社が提供する商品・サービスの勧誘行為をすることはできません。

本資料は当行の著作物であり、著作権法により保護されております。当行の事前の承諾なく、本資料の全部もしくは一部を引用または複製、転送等により使用することを禁じます。

Copyright 2024 MUFG Bank, Ltd. All rights reserved.



株式会社三菱UFJ銀行

サステナブルビジネス部

〒100-0005

東京都千代田区丸の内1-4-1

丸の内永楽ビルディング



2024年度先進的CCS事業大洋州CCS事業ご紹介

2025年2月
三菱商事株式会社
地球環境エネルギーグループ
LNG米州・開発本部 新規事業開発部

四日市港港湾脱炭素化推進協議会 御中
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先進的CCS事業について

PROPRIETARY & CONFIDENTIAL

2024年9月6日開催 カーボンマネジメント小委員会資料に加筆
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2024年度先進的CCS 大洋州CCS事業概要

PROPRIETARY & CONFIDENTIAL

日本

オーストラリア

インドネシア
マレーシア

伊勢湾

申請者 三菱商事、日本製鉄、ExxonMobil、
三菱ケミカル、三菱商事クリーンエナジー

排出源
• 伊勢湾域（知多及び四日市エリア）に位置するおよ
び複数産業排出事業者

• 主要排出源：日本製鉄名古屋製鉄所
• 10社超から関心表明書受領（取扱注意）

貯留地
• ExxonMobilが検討を進めるオーストラリア、マレーシア
及びインドネシアの海域枯渇油ガス田あるいは深部帯
水層

回収量 • 年間200万トン(2030年)
• 年間200万トンの追加拡張可能性あり

輸送方式 • 液化CO2輸送船及びパイプライン

スケジュール
• 2024-26年：FS/Pre-FEED/FEED、
• 2026年度末：最終投資判断（FID）
• 2027-30年：EPC、2030年度末圧入開始

分離回収 集積・液化       
貯蔵・出荷 輸送 受入 貯留

ExxonMobil三菱商事
日本製鉄・三菱ケ
ミカル・三菱商事ク
リーンエナジー

三菱商事：バリューチェーン全体取り纏め、法整備、政府エンゲージメントほか

CO2排出国(日本) CO2受入国
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（ご参考）事業化に向けたステークホルダーエンゲージメント*

地方自治体他への大洋州CCS事業ご説明

• 四日市市 商工農水部 工業振興課(23.07)
• 愛知県 経済産業局 産業部 産業科学技術課(23.08)
• 名古屋 市経済局 イノベーション推進部 次世代産業振興課(23.08)
• 東海市 環境経済部 生活環境課 ゼロカーボン戦略室(23.09)
• 三重県 雇用経済部 新産業振興課(23.10)
• 知多市 環境経済部 環境政策課(23.10)
• 四日市港管理組合(23.10)
• 四日市コンビナート カーボンニュートラル化推進委員会(23.10)
• 中部経済産業局(24.11)
• 第四管区海上保安部(25.01)

業界団体・委員会・外部機関でのプレゼンテーション
• アジア・太平洋域におけるCO2越境輸送・貯留ワークショップ(24.02)
• エネルギー資源開発連盟（旧石鉱連）主催 CCSワークショップ(24.02)
• JOGMEC主催 2023年度先進的CCS事業 成果報告会(24.02)
• 経済産業省 第7回カーボンマネージメント小委員会(24.11)

域内事業者・関係各所とのコミュケーション

• 「伊勢湾通信」:関心表明書提出企業(計10社超)宛に大洋州CCS事業の
調査進捗状況・課題やCCSに関する法整備状況など可能な範囲で開示

• エンジニアリング会社ご協力によるCCS要素技術の勉強会開催
1. 分離回収技術(23.12): 13社/40名弱の参加
2. 液化・貯蔵技術(24.01): 13社/50名弱の参加

• 関心表明書提出企業を中心に域内ステークホルダーとの情報交換

•地方自治体への事業説明及び域内脱炭素/CCS構想の聴取を介した相互理解と協業・支援体制の醸成

•国内外に向けた海外CCSバリューチェーン構想/大洋州CCS事業の取り組み意義・事業化に向けた課題の
発信による事業環境整備への貢献

•国内有数のCO2排出源が集中する伊勢湾・中部地域において、将来的な大規模CO2アグリゲーション・
CCSハブの構築を見据え、地域の脱炭素化に向けた事業者や関係機関との連携を一層強化する取り組み

* 先進的CCS事業調査の業務委託契約をはじめとする各種守秘義務契約を遵守



四日市コンビナートカーボンニュートラル化推進委員会

の取組状況について

令和７年２月10日

四日市市



令和4年度に取りまとめた将来ビジョン（グランドデザイン）の実現に取り組んでいる

2

 CO2分離・回収・
輸送設備の開発と運営

 CCS適地へのCO2運搬可
能性を検討

 LNG等を活用したブルー水
素製造時CO2回収

拠点整備
 水素・アンモニア輸入受入港(四
日市港)としてのインフラ整備

 LNG等を活用したブルー水素製
造・供給

 隣接する他地域（三重県
北勢地域の他産業拠点）
への供給拠点化

水素・アンモニアの
輸入・供給拠点化 コンビナート設備の共有化

エネルギーの脱炭素化・低炭素化 化学品製造プロセスの脱炭素化・低炭素化 産業集積地の基盤整備／産業誘致

H2
NH3

四日市コンビナートや周辺地域の特性を
活かしたカーボンニュートラルを推進

CO2

次世代リサイクル技術の確立と運営
 ケミカルリサイクルの推進
（ポリスチレン、PET他プラスチック樹
脂の再利用、等）

 廃油等を活用したRD製造
 廃車資源の再利用・有効活用
（タイヤ回収、油化等）

企業と行政の連携
 廃プラスチックの回収ルート、
リサイクルスキームの構築

SAF製造・副生ガス利用等

電力・熱
 発電設備の共同運営・共有化
（水素・アンモニア混焼、
バイオマス発電等）

 熱・蒸気供給設備（ボイラー、コ
ジェネ等）の共有化

水素・アンモニア
 水素・アンモニアの受入設備／輸
送・貯蔵設備（パイプライン等）
の共用化

SAF
 廃食油等を活用したSAF製造
体制の整備と運営

副生ガス
 SAF製造時副生ガスの原料利用
 発電時排ガスの原料・熱利用
 副生メタンの有効活用

CO2回収・利用

利活用
 火力自家発電設備の
水素・アンモニア混焼の促進

 水素・アンモニアの産業部門
ボイラーでの活用

 ナフサ分解炉における
燃料アンモニア利用

 バイオナフサ等の利用に
よるバイオマス
由来化学品の供給

 藻類からのバイオ原料製
造

原料・製品のバイオマスシフト

リサイクル推進

次世代水素モビリティの展開

事業立上げ・拡大
 FCV（燃料電池車）を軸に、水
素モビリティ事業を、四日市や周
辺地域で展開

2050年の四日市コンビナートの将来ビジョン(グランドデザイン)



グランドデザインの策定、実現に向け、部会の設置・開催を行い、検討の深化等を進
めてきている。

これまでの検討委員会・推進委員会の開催の経緯について

3

R4.3

第1回
検討会

R4.7 R4.11 R5.1 R5.3 R5.7 R6.1

第2回
検討会

第3回
検討会

第4回
検討会

検討報告書
（グランドデザイン）

公表

第1回
推進委員会

第2回
推進委員会

四日市コンビナートのカーボンニュートラル化に向けた
検討委員会

四日市コンビナートカーボンニュートラル化
推進委員会

R3 R4 R5

2部会を設置
「生産プロセス部会」
「副生ガス利活用部会」

新たに４部会を設置（合計６部会）
「水素・アンモニア拠点化検討部会」
「ケミカルリサイクル連携部会」
「共同インフラ設備連携検討部会」
「広域・他業種連携部会」

R6

R7.2.6

第3回
推進委員会

令和6年度の取組
・水素・アンモニアの拠点整備に向けた検討
など各部会での検討の初期検討
⇒課題等の明確化

R7～



次年度以降の推進委員会活動予定について

4

実施内容（想定）

企
業

部会／CN推進委員会

個別プロジェクト・企業間連携プロジェクトの推進

課題の抽出、対応内容の協議

個社

個社で、グランドデザインの実現に寄与する取組の推進

次年度以降の各種取組は、以下の体制にて推進していく

部会を企画・運営、随時結果のとりまとめ

部会取組状況を整理し、新設・統合等の合理化を推進

推進委員会を年一回（年明け～年度末想定）以上
実施し、必要に応じてロードマップやグランドデザインの
検証や更新などを検討

外部の地域、協議会等との連携をサポート

部会や個社での取組に対する支援

 コンビナート企業等へのヒアリング・取りまとめ

推進体制

行
政

関係機関
（国・各種協議会・中部圏内外の各企業）

意見交換・連携

取組推進のイメージ

次年度以降の目標

 カーボンニュートラルの実現に向け、各テーマ領域の検討の深化、FS・実証プロジェクトの推進

 中部圏・四日市としてコンビナートのカーボンニュートラル化に向けた拠点化等にかかるインフラ整備などターゲットを整
理し、政府支援等につなげる

有識者

推進委員会

委員
コンビナート企業
行政（国・県・市・港）

学識経験者
主な機能
部会・個社の取組を
総括し、ステーク
ホルダー全体に共有

有識者等からの助言
を受入

グランドデザインの進捗
を確認

部会

委員
コンビナート企業
行政（国・県・市・港）

主な機能
個別のテーマ領域の
取組意向を持つ企業
が参画

連携可能性や課題の
対応方針を協議する
とともに、具体的な
事業の推進を図る



既存部会の取組状況について
これまでの検討によって、取組における課題や部会横断で検討すべき事項等を特定・抽出した。今後は課題
整理とともに部会の整理・合理化を進めながら、継続的に取組を推進し、検討を深化・具体化していくことが
必要である

各ステークホルダー間の横断テーマ・課題を中心に、事務局が検討推進や連携をリード推進方針

当初想定の活動内容 これまでの検討現部会 今後に向けた課題

• SAF製造の実証・事業化に向けた
廃食油回収量調査、SC検討

•原料となる廃食油の賦存量
試算

生産プロセス
部会

•現状、SAFの国内（特に中部圏）需要が限定的

•原料調達・確保

• エチレンプラント副生ガス有効利用に
向けた需要・供給量調査、設備投資
規模・スケジュール・中部圏での連携
方向性協議

•副生ガスの組成・流量を
部会内で共有

•需要や課題を整理

副生ガス
利活用
検討部会

•需給マッチングの精度向上

•水素等利活用との連動

•環境価値配分方法の整理

•水素・アンモニア需要・供給量の
詳細調査

•中部圏との連携方向性協議

•背後圏を含む需要量（推
察含む）の調査

•拠点整備に関するFS実施

水素・
アンモニア
拠点化
検討部会

•運営体制構築

•工期長期化、コストアップ等への対応検討

•企業と行政が連携した有価物の
分別・回収スキームの構築

•事業が具体化している品目
の回収実証実験等を実施

•行政の資源循環施策の
情報収集・意見交換

ケミカル
リサイクル
連携部会

•事業が具体化していない品目を含む、企業と行政の
連携検討

•電力や蒸気の供給に係る共同設備
設置に向けた検討

• CO2回収に係る設備やその投資
規模の調査

•他地域事例収集

•課題認識の共有

• CO2回収需要量調査

共同インフラ
設備連携
検討部会

• インフラ整備に関連した水素・アンモニア等との共通
検討事項の整理

広域・他業種
連携部会

•企業連携による新規プロジェクトの
可能性探索

•半導体関連、自動車関連、CCS
関連企業等との意見交換

• エンジ会社等から連携事例
を紹介

•他部会で広域・他業種と連
携した検討を実施

•各部会において、広域・他業種と連携しながら検討を
進めていることから実施内容について要整理

5
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令和７年度の部会（進め方）について

これまでの既存部会での検討状況や取り巻く環境などを踏まえ、部会を再構築し、
カーボンニュートラルと産業競争力の両立（ＧＸ）をめざした取組みを加速

拠点化検討部会（仮）

合理化イメージ

部会名
（仮）

将来
めざす姿
（例）

●カーボンニュートラル化に向けた
水素・アンモニアの拠点形成

●ＣＣＳや副生ガスの利活用など
を含めた総合的なＣＯ₂削減

検討
内容
（案）

●ＦＳ結果等を踏まえた水素・ア
ンモニアへの段階的な転換検討

●CCSの導入に向けたインフラ整
備検討や副生ガスの利活用検
討

 部会の検討内容の整理など新部会のイメージをR7.4目途に固め、新部会への参加意向を確認
 具体的な取組内容について、新技術、時間、エリアなどの視点を踏まえ、各部会で設定し、継続開催
 適宜、部会内に個別WGを設け、関係企業を絞り検討等を深化

今後の進め方

ターゲット時期 中長期（2030年以降）

低炭素・省エネ部会（仮）

●低炭素・省エネの取組みを強化
することで、段階的な脱炭素化
を実現

●デジタルを活用した省エネやバイ
オマスの利活用など、足元の低炭
素化の検討

●モビリティの低炭素化に向けて実
証等の取組みを推進

短期（～2030年）

ＧＸ戦略部会（仮）

●ケミカルリサイクルなどによる原燃料
の転換を図り、環境負荷が低減され
た製品を製造

●ＣＣＵなど炭素循環を図ることによ
る製品価値の向上

●原燃料の転換・循環に向けて、各
社の戦略を踏まえた企業間連携を
含めたコンビナート全体の具体的な
ＧＸ戦略を検討

●技術動向の整理、共同実証のテー
マなどの検討


